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(57)【要約】
　本発明は、クラウドカードの送信方法、装置、プログ
ラム及び記録媒体に関する。前記方法は、ユーザが、発
呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判
断するステップと、ユーザが、発呼中にクラウドカード
を含むことを選択した場合、指示メッセージをクラウド
サーバに送信するステップとを含み、前記指示メッセー
ジは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前
記発呼の受信者にプッシュするように前記クラウドサー
バに指示することにより、前記発呼の受信者の着信イン
ターフェースに前記クラウドカード情報を表示するため
のものである。本発明によれば、発呼の受信者は、着信
インターフェースに表示されたクラウドカード情報に対
するチェックを通じて、当該発呼者の個人資料を取得で
き、ユーザの通話体験を向上させる。
　【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップと
、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、指示メッセージをクラ
ウドサーバに送信するステップと
　を含み、
　前記指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　ことを特徴とするクラウドカードの送信方法。
【請求項２】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップの
前に、
　ユーザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェースにおいて設定したクラ
ウドカード情報を取得するステップと、
　取得した前記クラウドカード情報を前記クラウドサーバにアップロードするステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のクラウドカードの送信方法。
【請求項３】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップは
、
　発呼中にクラウドカードを含むように設定するための設定項目が含まれている発信イン
ターフェースに対してユーザが入力した操作命令を受信するステップと、
　ユーザからの前記発信インターフェースにおける前記設定項目に対する選択命令を受信
した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したと決定するステップ
と
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のクラウドカードの送信方法。
【請求項４】
　電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバによりプッシュされる発呼者のクラ
ウドカード情報を受信するステップと、
　受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェースに表示するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のクラウドカードの送信方法。
【請求項５】
　ユーザが着信インターフェースに対して入力した操作命令を受信するステップと、
　ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情報に対する
保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情
報を自装置アドレス帳に保存するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のクラウドカードの送信方法。
【請求項６】
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信するステップと、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するようにするステップと
　を含むことを特徴とするクラウドカードの送信方法。
【請求項７】
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信するステップの前に、
　前記端末によりアップロードされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するステッ
プと、
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　受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に保存するとともに、前記クラウ
ドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載のクラウドカードの送信方法。
【請求項８】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するための判断
モジュールと、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、指示メッセージをクラ
ウドサーバに送信するための送信モジュールと
　を備え、
　前記指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　ことを特徴とするクラウドカードの送信装置。
【請求項９】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断する前に、ユー
ザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェースにおいて設定したクラウドカ
ード情報を取得するための取得モジュールと、
　取得した前記クラウドカード情報を前記クラウドサーバにアップロードするためのアッ
プロードモジュールと
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１０】
　前記判断モジュールは、
　発呼中にクラウドカードを含むように設定するための設定項目が含まれている発信イン
ターフェースに対してユーザが入力した操作命令を受信するための受信サブモジュールと
、
　ユーザからの前記発信インターフェースにおける前記設定項目に対する選択命令を受信
した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したと決定するための決
定サブモジュールと
　を備えることを特徴とする請求項８に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１１】
　電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバによりプッシュされる発呼者のクラ
ウドカード情報を受信するための第１受信モジュールと、
　受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェースに表示するための表示モジ
ュールと
　をさらに備えることを特徴とする請求項８に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１２】
　ユーザが着信インターフェースに対して入力した操作命令を受信するための第２受信モ
ジュールと、
　ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情報に対する
保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情
報を自装置アドレス帳に保存するための保存モジュールと
　をさらに備えることを特徴とする請求項８に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１３】
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信するための第３受信モジュールと、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するためのプッシュモジュールと
　を備えることを特徴とするクラウドカードの送信装置。
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【請求項１４】
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信する前に、前記端末によりアップロー
ドされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するための第４受信モジュールと、
　受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に保存するとともに、前記クラウ
ドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存するための記憶モジュールと
　をさらに備えることを特徴とする請求項１３に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断し、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、クラウドサーバに指示
メッセージを送信する
　ように構成され、
　当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　ことを特徴とするクラウドカードの送信装置。
【請求項１６】
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示する
　ように構成されることを特徴とするクラウドカードの送信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、特にクラウドカードの送信方法及び装置に関する。
【０００２】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１５１０２９０６７８．２であって、出願日が２０１５年
０５月２９日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての
内容を本願に援用する。
【背景技術】
【０００３】
　伝統的な電話通信の過程において、ユーザの受信した電話番号が自装置アドレス帳に保
存されていない場合、当該コールはストレンジャー・コールになる。ストレンジャー・コ
ールについて、ユーザは、当該ストレンジャー・コールの詳しい情報を得ることができな
い。従って、ストレンジャー・コールを如何に識別するかは、ユーザの通話体験を向上さ
せることに重大な意義がある。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、従来技術に存在する上記のような問題を解決するためのクラウドカードの送
信方法及び装置を提供する。
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【０００５】
　本発明の実施例に係る第１様態によれば、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップと
、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、指示メッセージをクラ
ウドサーバに送信するステップと
　を含み、
　前記指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　クラウドカードの送信方法を提供する。
【０００６】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップの
前に、前記方法は、
　ユーザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェースにおいて設定したクラ
ウドカード情報を取得するステップと、
　取得した前記クラウドカード情報を前記クラウドサーバにアップロードするステップと
　をさらに含んでもよい。
【０００７】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップは
、
　発呼中にクラウドカードを含むように設定するための設定項目が含まれている発信イン
ターフェースに対してユーザが入力した操作命令を受信するステップと、
　ユーザからの前記発信インターフェースにおける前記設定項目に対する選択命令を受信
した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したと決定するステップ
と
　を含んでもよい。
【０００８】
　前記方法は、
　電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバによりプッシュされる発呼者のクラ
ウドカード情報を受信するステップと、
　受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェースに表示するステップと
　をさらに含んでもよい。
【０００９】
　前記方法は、
　ユーザが着信インターフェースに対して入力した操作命令を受信するステップと、
　ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情報に対する
保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情
報を自装置アドレス帳に保存するステップと
　をさらに含んでもよい。
【００１０】
　本発明の実施例に係る第２様態によれば、
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信するステップと、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するようにするステップと
　を含むクラウドカードの送信方法を提供する。
【００１１】



(6) JP 2017-524317 A 2017.8.24

10

20

30

40

50

　前記方法は、端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信するステップの前に、
　前記端末によりアップロードされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するステッ
プと、
　受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に保存するとともに、前記クラウ
ドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存するステップと
　をさらに含んでもよい。
【００１２】
　本発明の実施例に係る第３様態によれば、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するための判断
モジュールと、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、指示メッセージをクラ
ウドサーバに送信するための送信モジュールと
　を備え、
　前記指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　クラウドカードの送信装置を提供する。
【００１３】
　前記装置は、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断する前に、ユー
ザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェースにおいて設定したクラウドカ
ード情報を取得するための取得モジュールと、
　取得した前記クラウドカード情報を前記クラウドサーバにアップロードするためのアッ
プロードモジュールと、
　をさらに備えてもよい。
【００１４】
　前記判断モジュールは、
　発呼中にクラウドカードを含むように設定するための設定項目が含まれている発信イン
ターフェースに対してユーザが入力した操作命令を受信するための受信サブモジュールと
、
　ユーザからの前記発信インターフェースにおける前記設定項目に対する選択命令を受信
した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したと決定するための決
定サブモジュールと
　を備えてもよい。
【００１５】
　前記装置は、
　電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバによりプッシュされる発呼者のクラ
ウドカード情報を受信するための第１受信モジュールと、
　受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェースに表示するための表示モジ
ュールと
　をさらに備えてもよい。
【００１６】
　前記装置は、
　ユーザが着信インターフェースに対して入力した操作命令を受信するための第２受信モ
ジュールと、
　ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情報に対する
保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情
報を自装置アドレス帳に保存するための保存モジュールと、
　をさらに備えてもよい。
【００１７】
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　本発明の実施例に係る第４様態によれば、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信する第３受信モジュールと、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するためのプッシュモジュールと
　を備えるクラウドカードの送信装置を提供する。
【００１８】
　前記装置は、
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信する前に、前記端末によりアップロー
ドされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するための第４受信モジュールと、
　受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に保存するとともに、前記クラウ
ドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存するための記憶モジュールと
　をさらに備えてもよい。
【００１９】
　本発明の実施例に係る第５様態によれば、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断し、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、クラウドサーバに指示
メッセージを送信する
　ように構成され、
　当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　クラウドカードの送信装置を提供する。
【００２０】
　本発明の実施例に係る第６様態によれば、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示する
　ように構成されるクラウドカードの送信装置を提供する。
【００２１】
　本発明の実施例により提供された技術的解決策によれば、以下のような有益な効果が得
られる。
【００２２】
　本発明の上述の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択
したか否かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択
した場合、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッ
シュするようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッ
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シュされた当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を
着信インターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信
インターフェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼
者の個人資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００２３】
　なお、上述の一般的な記載及び後述の詳細な記載は、単なる例示的な解釈であり、本発
明に対する限定として見なしてはいけない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　以下の図面は、明細書に組み入れて本願明細書の一部分となり、本発明に係る実施例を
示し、且つ明細書とともに、本発明の原理の説明に用いられる。
【図１】図１は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信方法を示す模式的なフロ
ーチャートである。
【図２】図２は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信方法を示す模式的な
フローチャートである。
【図３】図３は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信方法を示す模式的な
フローチャートである。
【図４】図４は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置を示す模式的なブロ
ック図である。
【図５】図５は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図６】図６は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図７】図７は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図８】図８は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図９】図９は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図１０】図１０は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式
的なブロック図である。
【図１１】図１１は、例示的な一実施例に係る前記クラウドカードの送信装置の構成を示
す模式図である。
【図１２】図１２は、例示的な一実施例に係る前記クラウドカードの送信装置の構成を示
す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、例示的な実施例を詳しく説明し、その例示を図面に示す。以下の記載が図面に関
わる場合、特に別の説明がない限り、異なる図面における同一符号は、同じ又は類似する
要素を示す。以下の例示的な実施形態に記載の実施例は、本発明と一致する全ての実施例
を代表するものではない。逆に、それらは、特許請求の範囲に記載の本発明のある側面に
一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００２６】
　本発明に記載の用語は、特定の実施例を説明する目的で使用されるものに過ぎず、本発
明を限定するものではない。本発明及び添付された特許請求の範囲に記載の単数形式の「
１種類」、「前記」及び「当該」は、前後の文章においてそれぞれ他の意味を含有すると
明確に記載される以外には、複数の形式も含む。なお、本発明に記載の「及び／又は」は
、挙げられる事項の１つ又は複数の何れ又は全ての組み合わせを意味する。
【００２７】
　また、本発明は、第１、第２、第３等の用語を使って各種の情報を説明するが、それら
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の情報は上記用語に限定されない。それらの用語は、同一種類の情報同士を区分するため
のものに過ぎない。例えば、本発明の範囲から逸脱しない状況で、第１情報を第２情報と
称しても良い。同じように、第２情報を第１情報と称してもよい。ここで使っている用語
「……場合」は、上下文の意味によって、「……時」又は「……と」又は「確定に応じる
」に解釈されてもよい。
【００２８】
　本発明が提供するクラウドカードの送信方法によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカ
ードを含むことを選択したか否かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカ
ードを含むことを選択した場合、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前
記発呼の受信者にプッシュするようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラ
ウドサーバによりプッシュされた当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該
クラウドカード情報を着信インターフェースに表示することができる。これにより、前記
発呼の受信者は、着信インターフェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェッ
クを通じて、当該発呼者の個人資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００２９】
　図１に示すように、図１は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信方法である
。当該クラウドカードの送信方法は、端末に適用され、以下のステップを含む。即ち、
　ステップ１０１において、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか
否かを判断する。
【００３０】
　ステップ１０２において、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場
合、指示メッセージをクラウドサーバに送信する。当該指示メッセージは、保存された前
記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュするように前記クラウドサ
ーバに指示することにより、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するためのものである。
【００３１】
　本実施例において、端末は、ユーザの移動端末、例えば、ユーザのスマートフォンであ
ってもよい。クラウドサーバは、当該移動端末に対してクラウドサービスを提供するサー
バ、サーバ・クラスタ又はクラウドプラットフォームであってもよい。クラウドカードは
、ユーザが構築してクラウドサーバに保存した電子名刺であり、ユーザの氏名、連絡方法
、会社名及びメールアドレス等の基本的な個人資料を含んでもよく、ユーザが設定したマ
ルチメディアカード情報をさらに含んでもよい。例えば、当該マルチメディアカード情報
は、ユーザが設定インターフェースにおいて設定した高解像度写真、音声による自己紹介
及びビデオ映像による自己紹介等を含んでもよい。
【００３２】
　ここで、ユーザは、クラウドカードを設定する場合、移動端末においてクラウドカード
の機能を起動することにより実現できる。例えば、移動端末においてクラウドカードの機
能項目を設定することができ、移動端末のユーザは、当該機能項目を選択することにより
クラウドカードの機能を起動することができる。
【００３３】
　クラウドカードの機能を起動した後、ユーザは、移動端末がユーザに向けて提供するク
ラウドカード設定インターフェースにおいて、個人のクラウドカード情報を設定すること
ができる。ユーザが当該クラウドカード設定インターフェースにおいてクラウドカード情
報の設定を完了すると、この時、移動端末は、当該クラウドカード設定インターフェース
からユーザが設定したクラウドカード情報を取得することができ、ユーザが設定完了した
クラウドカード情報をユーザの移動端末によりクラウドサーバにアップロードすることが
できる。
【００３４】
　クラウドサーバは、当該ユーザの移動端末によりアップロードされたクラウドカード情
報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を自装置に記憶することができ、且つ前
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記クラウドカード情報と前記ユーザとの対応関係を保存することができるので、後の照会
が便利になる。
【００３５】
　例えば、クラウドサーバは、当該クラウドカード情報と対応のユーザとの間の対応関係
を構築する際に、自装置において当該クラウドカード情報に唯一の識別情報、例えば、ク
ラウドカードＩＤを割り当てることができ、そして、割り当てられたクラウドカードＩＤ
を当該ユーザの移動端末に送信して保存する。同時に、クラウドサーバは、自装置に割り
当てられたクラウドカードＩＤと自装置に保存された当該ユーザのクラウドカード情報と
の間の対応関係をさらに保存してもよい。
【００３６】
　本実施例において、ユーザのクラウドカード設定インターフェースにおいて設定したク
ラウドカード情報がクラウドサーバに成功的にアップロードされると、この時、当該ユー
ザが発呼者としてその他の連絡先に発呼する際に、個人のクラウドカードを発呼に付帯す
ることを選択する。これにより、当該発呼の前記発呼の受信者が、当該ユーザからの発呼
を受信する際に、当該ユーザのクラウドカードを着信インターフェースに表示できるよう
にしてもよい。
【００３７】
　実現にあたり、発信インターフェースにおいて、発呼中にクラウドカードを付帯する設
定項目を設定してもよく、ユーザは、発呼者として発呼する際に、発信インターフェース
において当該設定項目を選択することにより、クラウドカードを当該発呼に付帯すること
を選択してもよい。これと同時に、移動端末は、バックグラウンドシステムでリアルタイ
ムで、ユーザが当該発信インターフェースを操作する際にトリガーして入力した操作命令
を受信することができ、受信した内容が、ユーザからの当該発信インターフェースにおけ
る当該設定項目に対する選択命令である場合、移動端末は、ユーザが当該設定項目を選択
したと決定できる。この時、他の連絡先に発呼する場合、当該ユーザのクラウドカードを
発呼に付帯することができる。例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当
該設定項目に対してタッチ操作を行うことにより、移動端末バックグラウンドへの選択命
令の送信をトリガーすることができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当
該設定項目に対するタッチイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対す
るタッチ操作によりトリガーした選択命令を受信した場合、ユーザが、当該設定項目を選
択したと決定できる。
【００３８】
　ここで、上述の発信インターフェースは、移動端末のダイヤルインターフェースであっ
てもよく、移動端末の自装置アドレス帳における連絡先のインターフェースであってもよ
い。
【００３９】
　例えば、一つの状況において、当該ユーザは、発呼者としてストレンジャーに発呼する
際に、通常ダイヤルインターフェースにおいて直接当該ストレンジャーの電話番号をダイ
ヤルすることができる。このような状況において、当該設定項目は、ダイヤルインターフ
ェースにおける予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目であってもよい。ユーザは、発呼する際に、直接ダイヤルインターフェースにおいて
当該設定項目を選択することにより、個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。
【００４０】
　別の状況において、当該ユーザは、発呼者として自装置アドレス帳にある連絡先に発呼
する際に、通常、直接自装置アドレス帳において操作することにより、当該連絡先に発呼
することができる。このような状況において、当該設定項目は、自装置アドレス帳におけ
る予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定項目であって
もよい。ユーザは、直接自装置アドレス帳において当該設定項目を選択することにより、
個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。例えば、タッチスクリーン移動端末の場
合、ユーザは、自装置アドレス帳にある連絡先に発呼する際に、当該連絡先を長時間押し
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操作により、システムが上述の「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目を出力するようにトリガーすることができ、そして、当該ユーザは、当該設定項目に
対してタッチ操作を行うことにより、当該設定項目を選択して個人のクラウドカードを発
呼に付帯することができる。
【００４１】
　本実施例において、当該ユーザは、発呼者として移動端末において発呼する際に、当該
ユーザにより設定されたクラウドカード情報はクラウドサーバにアップロードされている
ため、この時の移動端末は、保存された当該発呼者ユーザのクラウドカード情報を当該前
記発呼の受信者にプッシュするようクラウドサーバに指示するための指示メッセージを、
クラウドサービスに送信してもよい。当該指示メッセージにおいては、クラウドサービス
が当該発呼者ユーザのクラウドカード情報に対し割り当てたクラウドカードＩＤを付帯し
てもよい。
【００４２】
　クラウドサーバは、当該指示メッセージを受信した後、当該クラウドカードＩＤに基づ
いて、保存されたクラウドカードＩＤとクラウドカード情報との間の対応関係を照会して
、当該クラウドカードＩＤに対応する発呼者のクラウドカード情報を探し出すことができ
、そして、探し出した発呼者のクラウドカード情報を当該発呼者の発呼した前記発呼の受
信者にプッシュする。当該前記発呼の受信者の移動端末は、クラウドサーバによりプッシ
ュされたクラウドカード情報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を着信インタ
ーフェースに表示することができる。同時に、当該前記発呼の受信者は、さらに、当該受
信インターフェース中に表示されたクラウドカード情報に対する操作を通じて、当該着信
インターフェースに表示されたクラウドカード情報を自装置アドレス帳に保存することを
選択できる。
【００４３】
　このような方法によって、ストレンジャーによる発呼を受信する状況では、前記発呼の
受信者は、ストレンジャーからの電話呼び出しを受信する際に、着信インターフェースに
表示された当該ストレンジャーのクラウドカード情報をチェックすることにより当該スト
レンジャーの個人資料を取得することができる。これにより、ストレンジャーを充分に識
別することができる。
【００４４】
　自装置アドレス帳における連絡先からの発呼を受信する状況では、連絡先が設定したク
ラウドカード情報には、ユーザの基本的な個人資料のほか、連絡先が設定したマルチメデ
ィアクラウドカード情報をさらに含むことができるため、前記発呼の受信者は、着信イン
ターフェースに表示された当該連絡先が設定したクラウドカード情報をチェックすること
により、当該連絡先が設定した最新の高解像度写真等のマルチメディアクラウドカード情
報を取得することができる。それゆえ、ユーザの通話体験を向上させることができる。
【００４５】
　以上に記載されたのは、移動端末の自装置ユーザは発呼者として発呼する過程であるが
、当該自装置ユーザは、前記発呼の受信者としてリモート連絡先からの発呼を受信した場
合においても、以上に記載された実施過程どおりに、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信インターフェースに表示することがで
きる。
【００４６】
　本実施例において、リモート連絡先は、移動端末において個人のクラウドカード情報を
設定して、設定完了のクラウドカード情報をクラウドサーバにアップロードしてもよい。
当該リモート連絡先は、発呼者として自装置ユーザに発呼する際に、個人のクラウドカー
ド情報を発呼に付帯することを選択して、クラウドサーバに指示メッセージを送信するこ
とにより、クラウドサーバに、その自装置に保存された当該リモート連絡先のクラウドカ
ード情報を自装置ユーザにプッシュするように指示してもよい。
【００４７】
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　自装置ユーザの移動端末は、リモート連絡先からの発呼を受信する際に、受信されたク
ラウドサーバによりプッシュされた当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。着信インターフェースに表示されたクラウドカー
ド情報に対しては、自装置ユーザは、当該着信インターフェースに表示されたクラウドカ
ード情報に対して操作を行うことにより、当該クラウドカード情報を自装置アドレス帳に
保存することを選択してもよい。
【００４８】
　例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当該着信インターフェースに表
示されたクラウドカード情報を長時間押し操作により、当該クラウドカード情報を自装置
アドレス帳に保存するとの保存命令を移動端末バックグラウンドへ送信するようトリガー
することができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当該設定項目に対する
長時間押しイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対して長時間押し操
作を行ってトリガーした保存命令を受信した場合、当該クラウドカード情報を自装置アド
レス帳に保存することができる。
【００４９】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００５０】
　図２に示すように、図２は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信方法である
。当該クラウドカードの送信方法は、クラウドサーバに適用され、以下のステップを含む
。即ち、
　ステップ２０１において、端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信する。当該
指示メッセージは、保存された発呼者のクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシ
ュするように前記クラウドサーバに指示するためのものである。
【００５１】
　ステップ２０２において、前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のク
ラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インター
フェースに前記クラウドカード情報を表示するようにする。
【００５２】
　本実施例において、クラウドサーバは、当該移動端末に対してクラウドサービスを提供
するサーバ、サーバ・クラスタ又はクラウドプラットフォームであってもよい。端末は、
ユーザの移動端末、例えば、ユーザのスマートフォンであってもよい。クラウドカードは
、ユーザが構築してクラウドサーバに保存した電子名刺であり、ユーザの氏名、連絡方法
、会社名及びメールアドレス等の基本的な個人資料を含んでもよく、ユーザが設定したマ
ルチメディアカード情報をさらに含んでもよい。例えば、当該マルチメディアカード情報
は、ユーザが設定インターフェースにおいて設定した高解像度写真、音声による自己紹介
及びビデオ映像による自己紹介等を含んでもよい。
【００５３】
　ここで、ユーザは、クラウドカードを設定する場合、移動端末においてクラウドカード
の機能を起動することにより実現できる。例えば、移動端末においてクラウドカードの機
能項目を設定することができ、移動端末のユーザは、当該機能項目を選択することにより
クラウドカードの機能を起動することができる。
【００５４】
　クラウドカードの機能を起動した後、ユーザは、移動端末がユーザに向けて提供するク
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ラウドカード設定インターフェースにおいて、個人のクラウドカード情報を設定すること
ができる。ユーザが当該クラウドカード設定インターフェースにおいてクラウドカード情
報の設定を完了すると、この時、移動端末は、当該クラウドカード設定インターフェース
からユーザが設定したクラウドカード情報を取得することができ、ユーザが設定完了した
クラウドカード情報をユーザの移動端末によりクラウドサーバにアップロードすることが
できる。
【００５５】
　クラウドサーバは、当該ユーザの移動端末によりアップロードされたクラウドカード情
報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を自装置に記憶することができ、且つ前
記クラウドカード情報と前記ユーザとの対応関係を保存することができるので、後の照会
が便利になる。
【００５６】
　例えば、クラウドサーバは、当該クラウドカード情報と対応のユーザとの間の対応関係
を構築する際に、自装置において当該クラウドカード情報に唯一の識別情報、例えば、ク
ラウドカードＩＤを割り当てることができ、そして、割り当てられたクラウドカードＩＤ
を当該ユーザの移動端末に送信して保存する。同時に、クラウドサーバは、自装置に割り
当てられたクラウドカードＩＤと自装置に保存された当該ユーザのクラウドカード情報と
の間の対応関係をさらに保存してもよい。
【００５７】
　本実施例において、ユーザのクラウドカード設定インターフェースにおいて設定したク
ラウドカード情報がクラウドサーバに成功的にアップロードされると、この時、当該ユー
ザが発呼者としてその他の連絡先に発呼する際に、個人のクラウドカードを発呼に付帯す
ることを選択する。これにより、当該発呼の前記発呼の受信者が、当該ユーザからの発呼
を受信する際に、当該ユーザのクラウドカードを着信インターフェースに表示できるよう
にしてもよい。
【００５８】
　実現にあたり、発信インターフェースにおいて、発呼中にクラウドカードを付帯する設
定項目を設定してもよく、ユーザは、発呼者として発呼する際に、発信インターフェース
において当該設定項目を選択することにより、クラウドカードを当該発呼に付帯すること
を選択してもよい。これと同時に、移動端末は、バックグラウンドシステムでリアルタイ
ムで、ユーザが当該発信インターフェースを操作する際にトリガーして入力した操作命令
を受信することができ、受信した内容が、ユーザからの当該発信インターフェースにおけ
る当該設定項目に対する選択命令である場合、移動端末は、ユーザが当該設定項目を選択
したと決定できる。この時、他の連絡先に発呼する場合、当該ユーザのクラウドカードを
発呼に付帯することができる。例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当
該設定項目に対してタッチ操作を行うことにより、移動端末バックグラウンドへの選択命
令の送信をトリガーすることができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当
該設定項目に対するタッチイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対す
るタッチ操作によりトリガーした選択命令を受信した場合、ユーザが、当該設定項目を選
択したと決定できる。
【００５９】
　ここで、上述の発信インターフェースは、移動端末のダイヤルインターフェースであっ
てもよく、移動端末の自装置アドレス帳における連絡先のインターフェースであってもよ
い。
【００６０】
　例えば、一つの状況において、当該ユーザは、発呼者としてストレンジャーに発呼する
際に、通常ダイヤルインターフェースにおいて直接当該ストレンジャーの電話番号をダイ
ヤルすることができる。このような状況において、当該設定項目は、ダイヤルインターフ
ェースにおける予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目であってもよい。ユーザは、発呼する際に、直接ダイヤルインターフェースにおいて
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当該設定項目を選択することにより、個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。
【００６１】
　別の状況において、当該ユーザは、発呼者として自装置アドレス帳にある連絡先に発呼
する際に、通常、直接自装置アドレス帳において操作することにより、当該連絡先に発呼
することができる。このような状況において、当該設定項目は、自装置アドレス帳におけ
る予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定項目であって
もよい。ユーザは、直接自装置アドレス帳において当該設定項目を選択することにより、
個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。例えば、タッチスクリーン移動端末の場
合、ユーザは、自装置アドレス帳にある連絡先に発呼する際に、当該連絡先を長時間押し
操作により、システムが上述の「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目を出力するようにトリガーすることができ、そして、当該ユーザは、当該設定項目に
対してタッチ操作を行うことにより、当該設定項目を選択して個人のクラウドカードを発
呼に付帯することができる。
【００６２】
　本実施例において、当該ユーザは、発呼者として移動端末において発呼する際に、当該
ユーザにより設定されたクラウドカード情報はクラウドサーバにアップロードされている
ため、この時の移動端末は、保存された当該発呼者ユーザのクラウドカード情報を当該前
記発呼の受信者にプッシュするようクラウドサーバに指示するための指示メッセージを、
クラウドサービスに送信してもよい。当該指示メッセージにおいては、クラウドサービス
が当該発呼者ユーザのクラウドカード情報に対し割り当てたクラウドカードＩＤを付帯し
てもよい。
【００６３】
　クラウドサーバは、当該指示メッセージを受信した後、当該クラウドカードＩＤに基づ
いて、保存されたクラウドカードＩＤとクラウドカード情報との間の対応関係を照会して
、当該クラウドカードＩＤに対応する発呼者のクラウドカード情報を探し出すことができ
、そして、探し出した発呼者のクラウドカード情報を当該発呼者の発呼した前記発呼の受
信者にプッシュする。当該前記発呼の受信者の移動端末は、クラウドサーバによりプッシ
ュされたクラウドカード情報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を着信インタ
ーフェースに表示することができる。同時に、当該前記発呼の受信者は、さらに、当該受
信インターフェース中に表示されたクラウドカード情報に対する操作を通じて、当該着信
インターフェースに表示されたクラウドカード情報を自装置アドレス帳に保存することを
選択できる。
【００６４】
　このような方法によって、ストレンジャーによる発呼を受信する状況では、前記発呼の
受信者は、ストレンジャーからの電話呼び出しを受信する際に、着信インターフェースに
表示された当該ストレンジャーのクラウドカード情報をチェックすることにより当該スト
レンジャーの個人資料を取得することができる。これにより、ストレンジャーを充分に識
別することができる。
【００６５】
　自装置アドレス帳における連絡先からの発呼を受信する状況では、連絡先が設定したク
ラウドカード情報には、ユーザの基本的な個人資料のほか、連絡先が設定したマルチメデ
ィアクラウドカード情報をさらに含むことができるため、前記発呼の受信者は、着信イン
ターフェースに表示された当該連絡先が設定したクラウドカード情報をチェックすること
により、当該連絡先が設定した最新の高解像度写真等のマルチメディアクラウドカード情
報を取得することができる。それゆえ、ユーザの通話体験を向上させることができる。
【００６６】
　以上に記載されたのは、移動端末の自装置ユーザは発呼者として発呼する過程であるが
、当該自装置ユーザは、前記発呼の受信者としてリモート連絡先からの発呼を受信した場
合においても、以上に記載された実施過程どおりに、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信インターフェースに表示することがで
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きる。
【００６７】
　本実施例において、リモート連絡先は、移動端末において個人のクラウドカード情報を
設定して、設定完了のクラウドカード情報をクラウドサーバにアップロードしてもよい。
当該リモート連絡先は、発呼者として自装置ユーザに発呼する際に、個人のクラウドカー
ド情報を発呼に付帯することを選択して、クラウドサーバに指示メッセージを送信するこ
とにより、クラウドサーバに、その自装置に保存された当該リモート連絡先のクラウドカ
ード情報を自装置ユーザにプッシュするように指示してもよい。
【００６８】
　自装置ユーザの移動端末は、リモート連絡先からの発呼を受信する際に、受信されたク
ラウドサーバによりプッシュされた当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。着信インターフェースに表示されたクラウドカー
ド情報に対しては、自装置ユーザは、当該着信インターフェースに表示されたクラウドカ
ード情報に対して操作を行うことにより、当該クラウドカード情報を自装置アドレス帳に
保存することを選択してもよい。
【００６９】
　例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当該着信インターフェースに表
示されたクラウドカード情報を長時間押し操作により、当該クラウドカード情報を自装置
アドレス帳に保存するとの保存命令を移動端末バックグラウンドへ送信するようトリガー
することができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当該設定項目に対する
長時間押しイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対して長時間押し操
作を行ってトリガーした保存命令を受信した場合、当該クラウドカード情報を自装置アド
レス帳に保存することができる。
【００７０】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００７１】
　図３に示すように、図３は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信方法である
。当該クラウドカードの送信方法は、以下のステップを含む。即ち、
　ステップ３０１において、発呼者が、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか
否かを判断する。
【００７２】
　ステップ３０２において、発呼者が、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場
合、クラウドサーバに指示メッセージを送信する。前記指示メッセージは、保存された発
呼者のクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュするように前記クラウドサーバ
に指示することにより、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカード
情報を表示するためのものである。
【００７３】
　ステップ３０３において、クラウドサーバは、前記指示メッセージに基づいて、保存さ
れた前記発呼者のクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受
信者の着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示する。
【００７４】
　本実施例において、端末は、ユーザの移動端末、例えば、ユーザのスマートフォンであ
ってもよい。クラウドサーバは、当該移動端末に対してクラウドサービスを提供するサー
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バ、サーバ・クラスタ又はクラウドプラットフォームであってもよい。クラウドカードは
、ユーザが構築してクラウドサーバに保存した電子名刺であり、ユーザの氏名、連絡方法
、会社名及びメールアドレス等の基本的な個人資料を含んでもよく、ユーザが設定したマ
ルチメディアカード情報をさらに含んでもよい。例えば、当該マルチメディアカード情報
は、ユーザが設定インターフェースにおいて設定した高解像度写真、音声による自己紹介
及びビデオ映像による自己紹介等を含んでもよい。
【００７５】
　ここで、ユーザは、クラウドカードを設定する場合、移動端末においてクラウドカード
の機能を起動することにより実現できる。例えば、移動端末においてクラウドカードの機
能項目を設定することができ、移動端末のユーザは、当該機能項目を選択することにより
クラウドカードの機能を起動することができる。
【００７６】
　クラウドカードの機能を起動した後、ユーザは、移動端末がユーザに向けて提供するク
ラウドカード設定インターフェースにおいて、個人のクラウドカード情報を設定すること
ができる。ユーザが当該クラウドカード設定インターフェースにおいてクラウドカード情
報の設定を完了すると、この時、移動端末は、当該クラウドカード設定インターフェース
からユーザが設定したクラウドカード情報を取得することができ、ユーザが設定完了した
クラウドカード情報をユーザの移動端末によりクラウドサーバにアップロードすることが
できる。
【００７７】
　クラウドサーバは、当該ユーザの移動端末によりアップロードされたクラウドカード情
報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を自装置に記憶することができ、且つ前
記クラウドカード情報と前記ユーザとの対応関係を保存することができるので、後の照会
が便利になる。
【００７８】
　例えば、クラウドサーバは、当該クラウドカード情報と対応のユーザとの間の対応関係
を構築する際に、自装置において当該クラウドカード情報に唯一の識別情報、例えば、ク
ラウドカードＩＤを割り当てることができ、そして、割り当てられたクラウドカードＩＤ
を当該ユーザの移動端末に送信して保存する。同時に、クラウドサーバは、自装置に割り
当てられたクラウドカードＩＤと自装置に保存された当該ユーザのクラウドカード情報と
の間の対応関係をさらに保存してもよい。
【００７９】
　本実施例において、ユーザのクラウドカード設定インターフェースにおいて設定したク
ラウドカード情報がクラウドサーバに成功的にアップロードされると、この時、当該ユー
ザが発呼者としてその他の連絡先に発呼する際に、個人のクラウドカードを発呼に付帯す
ることを選択する。これにより、当該発呼の前記発呼の受信者が、当該ユーザからの発呼
を受信する際に、当該ユーザのクラウドカードを着信インターフェースに表示できるよう
にしてもよい。
【００８０】
　実現にあたり、発信インターフェースにおいて、発呼中にクラウドカードを付帯する設
定項目を設定してもよく、ユーザは、発呼者として発呼する際に、発信インターフェース
において当該設定項目を選択することにより、クラウドカードを当該発呼に付帯すること
を選択してもよい。これと同時に、移動端末は、バックグラウンドシステムでリアルタイ
ムで、ユーザが当該発信インターフェースを操作する際にトリガーして入力した操作命令
を受信することができ、受信した内容が、ユーザからの当該発信インターフェースにおけ
る当該設定項目に対する選択命令である場合、移動端末は、ユーザが当該設定項目を選択
したと決定できる。この時、他の連絡先に発呼する場合、当該ユーザのクラウドカードを
発呼に付帯することができる。例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当
該設定項目に対してタッチ操作を行うことにより、移動端末バックグラウンドへの選択命
令の送信をトリガーすることができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当
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該設定項目に対するタッチイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対す
るタッチ操作によりトリガーした選択命令を受信した場合、ユーザが、当該設定項目を選
択したと決定できる。
【００８１】
　ここで、上述の発信インターフェースは、移動端末のダイヤルインターフェースであっ
てもよく、移動端末の自装置アドレス帳における連絡先のインターフェースであってもよ
い。
【００８２】
　例えば、一つの状況において、当該ユーザは、発呼者としてストレンジャーに発呼する
際に、通常ダイヤルインターフェースにおいて直接当該ストレンジャーの電話番号をダイ
ヤルすることができる。このような状況において、当該設定項目は、ダイヤルインターフ
ェースにおける予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目であってもよい。ユーザは、発呼する際に、直接ダイヤルインターフェースにおいて
当該設定項目を選択することにより、個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。
【００８３】
　別の状況において、当該ユーザは、発呼者として自装置アドレス帳にある連絡先に発呼
する際に、通常、直接自装置アドレス帳において操作することにより、当該連絡先に発呼
することができる。このような状況において、当該設定項目は、自装置アドレス帳におけ
る予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定項目であって
もよい。ユーザは、直接自装置アドレス帳において当該設定項目を選択することにより、
個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。例えば、タッチスクリーン移動端末の場
合、ユーザは、自装置アドレス帳にある連絡先に発呼する際に、当該連絡先を長時間押し
操作により、システムが上述の「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目を出力するようにトリガーすることができ、そして、当該ユーザは、当該設定項目に
対してタッチ操作を行うことにより、当該設定項目を選択して個人のクラウドカードを発
呼に付帯することができる。
【００８４】
　本実施例において、当該ユーザは、発呼者として移動端末において発呼する際に、当該
ユーザにより設定されたクラウドカード情報がクラウドサーバにアップロードされている
ため、この時、移動端末は、保存された当該発呼者ユーザのクラウドカード情報を当該前
記発呼の受信者にプッシュするようクラウドサーバに指示するための指示メッセージを、
クラウドサービスに送信してもよい。当該指示メッセージにおいては、クラウドサービス
が当該発呼者ユーザのクラウドカード情報に対し割り当てたクラウドカードＩＤを付帯し
てもよい。
【００８５】
　クラウドサーバは、当該指示メッセージを受信した後、当該クラウドカードＩＤに基づ
いて、保存されたクラウドカードＩＤとクラウドカード情報との間の対応関係を照会して
、当該クラウドカードＩＤに対応する発呼者のクラウドカード情報を探し出すことができ
、そして、探し出した発呼者のクラウドカード情報を当該発呼者の発呼した前記発呼の受
信者にプッシュする。当該前記発呼の受信者の移動端末は、クラウドサーバによりプッシ
ュされたクラウドカード情報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を着信インタ
ーフェースに表示することができる。同時に、当該前記発呼の受信者は、さらに、当該受
信インターフェース中に表示されたクラウドカード情報に対する操作を通じて、当該着信
インターフェースに表示されたクラウドカード情報を自装置アドレス帳に保存することを
選択できる。
【００８６】
　このような方法によって、ストレンジャーによる発呼を受信する状況では、前記発呼の
受信者は、ストレンジャーからの電話呼び出しを受信する際に、着信インターフェースに
表示された当該ストレンジャーのクラウドカード情報をチェックすることにより当該スト
レンジャーの個人資料を取得することができる。これにより、ストレンジャーを充分に識



(18) JP 2017-524317 A 2017.8.24

10

20

30

40

50

別することができる。
【００８７】
　自装置アドレス帳における連絡先からの発呼を受信する状況では、連絡先が設定したク
ラウドカード情報には、ユーザの基本的な個人資料のほか、連絡先が設定したマルチメデ
ィアクラウドカード情報をさらに含むことができるため、前記発呼の受信者は、着信イン
ターフェースに表示された当該連絡先が設定したクラウドカード情報をチェックすること
により、当該連絡先が設定した最新の高解像度写真等のマルチメディアクラウドカード情
報を取得することができる。それゆえ、ユーザの通話体験を向上させることができる。
【００８８】
　以上に記載されたのは、移動端末の自装置ユーザは発呼者として発呼する過程であるが
、当該自装置ユーザは、前記発呼の受信者としてリモート連絡先からの発呼を受信した場
合においても、以上に記載された実施過程どおりに、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信インターフェースに表示することがで
きる。
【００８９】
　本実施例において、リモート連絡先は、移動端末において個人のクラウドカード情報を
設定して、設定完了のクラウドカード情報をクラウドサーバにアップロードしてもよい。
当該リモート連絡先は、発呼者として自装置ユーザに発呼する際に、個人のクラウドカー
ド情報を発呼に付帯することを選択して、クラウドサーバに指示メッセージを送信するこ
とにより、クラウドサーバに、その自装置に保存された当該リモート連絡先のクラウドカ
ード情報を自装置ユーザにプッシュするように指示してもよい。
【００９０】
　自装置ユーザの移動端末は、リモート連絡先からの発呼を受信する際に、受信されたク
ラウドサーバによりプッシュされた当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。着信インターフェースに表示されたクラウドカー
ド情報に対しては、自装置ユーザは、当該着信インターフェースに表示されたクラウドカ
ード情報に対して操作を行うことにより、当該クラウドカード情報を自装置アドレス帳に
保存することを選択してもよい。
【００９１】
　例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当該着信インターフェースに表
示されたクラウドカード情報を長時間押し操作により、当該クラウドカード情報を自装置
アドレス帳に保存するとの保存命令を移動端末バックグラウンドへ送信するようトリガー
することができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当該設定項目に対する
長時間押しイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対して長時間押し操
作を行ってトリガーした保存命令を受信した場合、当該クラウドカード情報を自装置アド
レス帳に保存することができる。
【００９２】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００９３】
　前述のクラウドカードの送信方法の実施例に対応して、本発明は、装置の実施例をさら
に提供する。
【００９４】
　図４は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置を示す模式的なブロック図
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である。
【００９５】
　図４に示すように、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置４００は、判断
モジュール４０１と送信モジュール４０２とを備え、ここで、
　前記判断モジュール４０１は、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択し
たか否かを判断するように構成される。
【００９６】
　前記送信モジュール４０２は、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択し
た場合、指示メッセージをクラウドサーバに送信するように構成され、前記指示メッセー
ジは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュするよ
うに前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の着信インターフェー
スに前記クラウドカード情報を表示するためのものである。
【００９７】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００９８】
　図５を参照すると、図５は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式的な
ブロック図であり、当該実施例は、前述の図４に示す実施例を基にしたものであり、前記
装置４００は、取得モジュール４０３とアップロードモジュール４０４とをさらに備えて
もよい。ここで、
　前記取得モジュール４０３は、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択し
たか否かを判断する前に、ユーザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェー
スにおいて設定したクラウドカード情報を取得するように構成される。
【００９９】
　前記アップロードモジュール４０４は、取得した前記クラウドカード情報を前記クラウ
ドサーバにアップロードするように構成される。
【０１００】
　図６を参照すると、図６は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式的な
ブロック図であり、当該実施例は、前述の図４に示す実施例を基にしたものであり、前記
判断モジュール４０１は、受信サブモジュール４０１Ａと決定サブモジュール４０１Ｂと
を備えてもよい。ここで、
　前記受信サブモジュール４０１Ａは、発呼中にクラウドカードを含むように設定するた
めの設定項目が含まれている発信インターフェースに対してユーザが入力した操作命令を
受信するように構成される。
【０１０１】
　前記決定サブモジュール４０１Ｂ　は、ユーザからの前記発信インターフェースにおけ
る前記設定項目に対する選択命令を受信した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを
含むことを選択したと決定するように構成される。
【０１０２】
　説明すべきなのは、上述の図６に示す装置の実施例において示す受信サブモジュール４
０１Ａと決定サブモジュール４０１Ｂの構成は、前述の図５の装置の実施例に含まれても
よく、これに対して、本発明は限定しない。
【０１０３】
　図７を参照すると、図７は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式的な
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ブロック図であり、当該実施例は、前述の図４に示す実施例を基にしたものであり、前記
装置４００は、第１受信モジュール４０５と表示モジュール４０６をさらに備えてもよい
。ここで、
　前記第１受信モジュール４０５は、電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバ
によりプッシュされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するように構成される。
【０１０４】
　前記表示モジュール４０６は、受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェ
ースに表示するように構成される。
【０１０５】
　説明すべきなのは、上述の図６に示す装置の実施例における第１受信モジュール４０５
と表示モジュール４０６の構成は、前述の図５～６の装置の実施例に含まれてもよく、こ
れに対して、本発明は限定しない。
【０１０６】
　図８を参照すると、図８は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式的な
ブロック図であり、当該実施例は、前述の図４に示す実施例を基にしたものであり、前記
装置４００は、第２受信モジュール４０７と保存モジュール４０８とをさらに備えてもよ
い。ここで、
　前記第２受信モジュール４０７は、ユーザが着信インターフェースに対して入力した操
作命令を受信するように構成される。
【０１０７】
　前記保存モジュール４０８は、ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前
記クラウドカード情報に対する保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表
示された前記クラウドカード情報を自装置アドレス帳に保存するように構成される。
【０１０８】
　説明すべきなのは、上述の図８に示す装置の実施例における第２受信モジュール４０７
と保存モジュール４０８の構成は、前述の図５～７の装置の実施例に含まれてもよく、こ
れに対して、本発明は限定しない。
【０１０９】
　図９は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置を示す模式的なブロック図
である。
【０１１０】
　図９に示すように、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置９００は、第３
受信モジュール９０１とプッシュモジュール９０２とを備える。ここで、
　前記第３受信モジュール９０１は、端末が発呼の際に送信した指示メッセージを受信す
るように構成される。当該指示メッセージは、保存された発呼者のクラウドカード情報を
前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するためのものである。
【０１１１】
　前記プッシュモジュール９０２は、前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発
呼者のクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信
インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するように構成される。
【０１１２】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
る当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【０１１３】
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　図１０を参照すると、図１０は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式
的なブロック図であり、当該実施例は、前述の図９に示す実施例を基にしたものであり、
前記装置９００は、第４受信モジュール９０３と記憶モジュール９０４をさらに備えても
よい。ここで、
　前記第４受信モジュール９０３は、ユーザが発呼中にクラウドカードを含むことを選択
した際に端末が送信する指示メッセージを受信する前に、前記端末によりアップロードさ
れる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するように構成される。
【０１１４】
　前記記憶モジュール９０４は、受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に
保存するとともに、前記クラウドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存する。
【０１１５】
　上述の実施例に係る装置において、それぞれのモジュールが機能と作用を実現する具体
的な過程については、前述の方法の実施例の対応する実現過程を参照し、ここではその詳
細な説明を省略することにする。
【０１１６】
　装置の実施例は、基本的に方法の実施例に対応するため、その関連部分について方法の
実施例の内容を参照すればよい。以上に記載された装置の実施例は、ただ例示的なものに
すぎず、前記分離ユニットとして説明されたモジュールは、物理的に分離されたものでも
、分離されていないものであってもよい。モジュールとして表示されたユニットは、物理
的なモジュールであっても、なくてもよい。即ち、一つの箇所に配置されてもよく、複数
のネットワークモジュールに配置されもよい。実際のニーズに応じてその中の一部又は全
部のモジュールを選択して本発明の目的を実現できる。当業者は創造的な労働を払わず、
理解、且つ実施することができる。
【０１１７】
　相応して、本発明は、クラウドカードの送信装置をさらに提供する。
【０１１８】
　当該装置は、
　プロセッサと、
　プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと、
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断し、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、前記クラウドサーバに
指示メッセージを送信するように構成され、
　当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである。
【０１１９】
　相応して、本発明は、メモリ及び一つ以上のプログラムを備える端末をさらに提供する
。ここで、一つ以上のプログラムはメモリに記憶され、一つ以上のプロセッサにより以下
の操作を行うためのインストラクションを含む前記一つ以上のプログラムを実行する。即
ち、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断し、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、前記クラウドサーバに
指示メッセージを送信し、当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することによ
り、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するため
のものである。
【０１２０】
　相応して、本発明は、クラウドカードの送信装置をさらに提供する。
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【０１２１】
　当該装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示する
　ように構成される。
【０１２２】
　相応して、本発明は、メモリ及び一つ以上のプログラムを備えるサーバをさらに提供す
る。ここで、一つ以上のプログラムはメモリに記憶され、一つ以上のプロセッサにより以
下の操作を行うためのインストラクションを含む前記一つ以上のプログラムを実行する。
即ち、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するようにする。
【０１２３】
　図１１は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置の構成を示す模式図であ
る。
【０１２４】
　図１１は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置１１００示している。例
えば、当該装置１１００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送
受信機、ゲーム機、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス設備、ＰＤＡ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）等であってもよい。
【０１２５】
　図１１を参照すること。装置１１００は、処理アセンブリ１１０１、メモリ１１０２、
電源アセンブリ１１０３、マルチメディアアセンブリ１１０４、オーディオアセンブリ１
１０５、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース１１０６、センサアセンブリ１１０７及
び通信アセンブリ１１０８からなる群から選ばれる少なくとも１つを備えてもよい。
【０１２６】
　処理アセンブリ１１０１は、一般的には、装置１１００の全体の操作、例えば、表示、
電話呼び出し、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ア
センブリ１１０１は、上述の方法におけるステップの一部又は全部を実現できるように、
インストラクションを実行する少なくとも１つのプロセッサ１１０９を備えてもよい。な
お、処理アセンブリ１１０１は、他のアセンブリとのインタラクションの便宜上、少なく
とも１つのモジュールを備えてもよい。例えば、処理アセンブリ１１０１は、マルチメデ
ィアアセンブリ１１０４とのインタラクションの便利を図るために、マルチメディアモジ
ュールを備えてもよい。
【０１２７】
　メモリ１１０２は、装置１１００における操作を支援するための、各種のデータを記憶
するように構成される。これらのデータの例として、装置１１００において操作される何
れのアプリケーション又は方法に関するインストラクション、連絡先データ、アドレス帳
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データ、メッセージ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１１０２は、何れの種類の揮発性又
は不揮発性メモリ、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍ
ｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌ
ｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気
メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、又は光ディスク、又はこれらの組み合わせに
より実現することができる。
【０１２８】
　電源アセンブリ１１０３は、装置１１００の各種アセンブリに電力を供給するためのも
のであり、電源管理システム、１つ又は複数の電源、及び装置１１００のために電力を生
成、管理及び分配することに関連のある他のアセンブリを備えてもよい。
【０１２９】
　マルチメディアアセンブリ１１０４は、装置１１００とユーザとの間に出力インターフ
ェースを提供するためのスクリーンを備えてもよい。何れかの実施例において、スクリー
ンは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）やタッチパネル（ＴＰ）を備えてもよい。スクリーン
は、タッチパネルを備える場合、ユーザからの入力信号を受信できるタッチスクリーンと
して実現される。また、タッチパネルは、少なくとも１つのタッチセンサを備えることに
より、タッチ、スライド、タッチパネル上でのジェスチャーを感知することができる。前
記タッチセンサは、タッチやスライド動作の境界を感知できるだけではなく、タッチやス
ライド操作と関連する持続時間や圧力も感知できる。何れかの実施例において、マルチメ
ディアアセンブリ１１０４は、フロントカメラ及び／又はバックカメラを備えてもよい。
装置１１００が、例えば撮影モードやビデオモードのような操作モードにある場合、フロ
ントカメラ及び／又はバックカメラは外部からのマルチメディアデータを受信できる。フ
ロントカメラ及びバックカメラのそれぞれは、固定の光学レンズ系であってもよいし、可
変の焦点距離及び光学ズーム機能を有するものであってもよい。
【０１３０】
　オーディオアセンブリ１１０５は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するように構
成される。例えば、オーディオアセンブリ１１０５は、マイクロフォン（ＭＩＣ）を有し
てもよい。装置１１００が、例えば呼び出しモード、記録モード又は音声認識モードのよ
うな操作モードにある場合、マイクロフォンは外部のオーディオ信号を受信するように構
成される。受信されたオーディオ信号は、メモリ１１０２に記憶されてもよく、通信アセ
ンブリ１１０８を介して送信されてもよい。何れかの実施例において、オーディオアセン
ブリ１１０５は、オーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに備えてもよい。
【０１３１】
　Ｉ／Ｏインターフェース１１０２は、処理アセンブリ１１０１と周辺インターフェース
モジュールとの間にインターフェースを提供するためのものである。前記周辺インターフ
ェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これら
のボタンは、ホームボタン、音量ボタン、スタートボタン、ロックボタンであってもよい
が、それらに限らない。
【０１３２】
　センサアセンブリ１１０７は、装置１１００のために各方面の状態評価を提供するため
の少なくとも１つのセンサを備えてもよい。例えば、センサアセンブリ１１０７は、装置
１１００のオン／オフ状態や、アセンブリの相対的な位置を検出することができる。例え
ば、前記アセンブリが装置１１００のディスプレイ及びキーパッドである場合、センサア
センブリ１１０７は、装置１１００又は装置１１００の１つのアセンブリの位置の変化や
、ユーザと装置１１００との接触の有無や、装置１１００の方位又は加速／減速や、装置
１１００の温度変化を検出することができる。センサアセンブリ１１０７は、何れの物理
的接触もない状況にて付近の物体の有無を検出できるように構成される近接センサを含ん
でもよい。センサアセンブリ１１０７は、さらに、画像表示技術分野に用いられる光セン
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サ、例えばＣＭＯＳ又はＣＣＤ画像センサを含んでもよい。何れかの実施例において、当
該センサアセンブリ１１０７は、さらに、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気
センサ、圧力センサ又は温度センサを含んでもよい。
【０１３３】
　通信アセンブリ１１０８は、装置１１００と他の設備との間の無線又は有線通信が便利
になるように構成される。装置１１００は、通信標準に基づく無線ネットワーク、例えば
ＷＩＦＩ、２Ｇ又は３Ｇ、又はそれらの組み合わせにアクセスできる。１つの例示的な実
施例において、通信アセンブリ１１０８は、ブロードキャストチャンネルを介して外部の
ブロードキャスト管理システムからのブロードキャスト信号又はブロードキャストに関す
る情報を受信することができる。１つの例示的な実施例において、前記通信アセンブリ１
１０８は、さらに、近距離通信を促進するために近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールを
含んでもよい。ＮＦＣモジュールは、例えば、無線周波数識別（ＲＦＩＤ：Ｒａｄｉｏ　
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、赤外線データ協会（ＩｒＤ
Ａ：Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、超広帯域無線（ＵＷ
Ｂ：Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）技術、ブルートゥース（ＢＴ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標））技術及び他の技術により実現されてもよい。
【０１３４】
　例示的な実施例において、装置１１００は、上述の方法を実行するために、１つ又は複
数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、数字信号処理デバイス（ＤＳＰＤ：Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、プログラム可能論理
デバイス（ＰＬＤ：Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、書替え可
能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒ
ａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、又は他の電子機器
により実現されてもよい。
【０１３５】
　例示的な実施例において、さらに、装置１１００のプロセッサ１１０９により実行され
ることにより上述の方法を実現可能なインストラクションが記憶され、且つコンピュータ
に読み取り可能な非一時的記録媒体、例えばインストラクションが記憶されているメモリ
１１０２を提供する。前記コンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体は、例えばＲ
ＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク及び光デー
タメモリ等であってもよい。
【０１３６】
　ここで、移動端末のプロセッサが前記記録媒体中のインストラクションを実行すること
により、端末機器に、クラウドカードの送信方法を実行させることができ、前記方法は、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップと
、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、前記クラウドサーバに
指示メッセージを送信するステップと
　を含み、
　当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである。
【０１３７】
　相応して、本発明は、さらに、クラウドカードの送信装置を提供する。
【０１３８】
　当該装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
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　を備え、
　前記プロセッサは、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示する
　ように構成される。
【０１３９】
　図１２は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置１２００を示すブロック
図である。例えば、装置１２００はサーバとして提供されてもよい。図１２を参照すると
、装置１２００は処理アセンブリ１２２２を含む。前記処理アセンブリ１２２２は１つ以
上のプロセッサと、メモリ１２３２を代表とするメモリーリソースを含む。前記メモリ１
２３２は、処理アセンブリ１２２２によって実行されるインストラクション、例えば応用
プログラムを記憶するためのものである。メモリ１２３２に記憶される応用プログラムは
、それぞれ一組のインストラクションに対応する１つ以上のモジュールを含んでもよい。
また、処理アセンブリ１２２２は、インストラクションを実行して前記スマート機器の制
御方法を実行するように構成される。
【０１４０】
　装置１２００は、１つ以上のプロセッサを含む処理アセンブリ１２２２と、処理アセン
ブリ１２２２により実行される例えばアプリケーションプログラムなどのインストラクシ
ョンを記憶するための、メモリ１２３２を代表とするメモリリソースとを含む。メモリ１
２３２に記憶されるアプリケーションプログラムは、それぞれ一組のインストラクション
に対応する１つ以上のモジュールを含んでもよい。なお、処理アセンブリ１２２２は、上
述のスマート機器の制御方法を実行するよう、インストラクションを実行するように構成
される。
【０１４１】
　装置１１００は、装置１２００の電源管理を実施するように構成される電源アセンブリ
１２２６と、装置１２００をネットワークに接続させるように構成される有線又は無線ネ
ットワークインターフェース１２５０と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース１２５
８とをさらに備えてもよい。装置１２００は、メモリ１２３２に記憶されたシステム、例
えばＷｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ（登録商標）、Ｍａｃ　ＯＳ　Ｘ（登録商標）、Ｕｎ
ｉｘ（登録商標）、　Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、ＦｒｅｅＢＳＤ（登録商標）などのオペ
レーティングシステムに基づいて操作を行うことができる。
【０１４２】
　当業者であれば、本願明細書を参照し、本願明細書に開示された発明を実施することに
より、本発明の他の実施形態を容易に取得することができる。本願は、本発明の一般的な
原理を遵守し且つ本願明細書に開示されていない当該技術分野の公知知識又は通常の技術
手段を含む本発明に対する任意の変形、用途又は適応的な変更を含むことを趣旨とする。
明細書及び実施例は、単に例示的なものに過ぎず、本発明の本当の範囲及び趣旨は添付さ
れる特許請求の範囲により示される。
【０１４３】
　なお、本発明は、上述の説明及び図面により示された特定の構成に限定されず、その範
囲を離脱しない範囲で、様々な補正及び変更を実施してもよい。本発明の範囲は、添付さ
れる特許請求の範囲のみにより限定される。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月19日(2016.1.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップと
、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、指示メッセージをクラ
ウドサーバに送信するステップと
　を含み、
　前記指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　ことを特徴とするクラウドカードの送信方法。
【請求項２】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップの
前に、
　ユーザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェースにおいて設定したクラ
ウドカード情報を取得するステップと、
　取得した前記クラウドカード情報を前記クラウドサーバにアップロードするステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のクラウドカードの送信方法。
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【請求項３】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップは
、
　発呼中にクラウドカードを含むように設定するための設定項目が含まれている発信イン
ターフェースに対してユーザが入力した操作命令を受信するステップと、
　ユーザからの前記発信インターフェースにおける前記設定項目に対する選択命令を受信
した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したと決定するステップ
と
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のクラウドカードの送信方法。
【請求項４】
　電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバによりプッシュされる発呼者のクラ
ウドカード情報を受信するステップと、
　受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェースに表示するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のクラウドカードの送信方法。
【請求項５】
　ユーザが着信インターフェースに対して入力した操作命令を受信するステップと、
　ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情報に対する
保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情
報を自装置アドレス帳に保存するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のクラウドカードの送信方法。
【請求項６】
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信するステップと、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するようにするステップと
　を含むことを特徴とするクラウドカードの送信方法。
【請求項７】
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信するステップの前に、
　前記端末によりアップロードされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するステッ
プと、
　受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に保存するとともに、前記クラウ
ドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載のクラウドカードの送信方法。
【請求項８】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するための判断
モジュールと、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、指示メッセージをクラ
ウドサーバに送信するための送信モジュールと
　を備え、
　前記指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　ことを特徴とするクラウドカードの送信装置。
【請求項９】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断する前に、ユー
ザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェースにおいて設定したクラウドカ
ード情報を取得するための取得モジュールと、
　取得した前記クラウドカード情報を前記クラウドサーバにアップロードするためのアッ
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プロードモジュールと
　をさらに備えることを特徴とする請求項８に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１０】
　前記判断モジュールは、
　発呼中にクラウドカードを含むように設定するための設定項目が含まれている発信イン
ターフェースに対してユーザが入力した操作命令を受信するための受信サブモジュールと
、
　ユーザからの前記発信インターフェースにおける前記設定項目に対する選択命令を受信
した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したと決定するための決
定サブモジュールと
　を備えることを特徴とする請求項８に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１１】
　電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバによりプッシュされる発呼者のクラ
ウドカード情報を受信するための第１受信モジュールと、
　受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェースに表示するための表示モジ
ュールと
　をさらに備えることを特徴とする請求項８に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１２】
　ユーザが着信インターフェースに対して入力した操作命令を受信するための第２受信モ
ジュールと、
　ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情報に対する
保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情
報を自装置アドレス帳に保存するための保存モジュールと
　をさらに備えることを特徴とする請求項８に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１３】
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信するための第３受信モジュールと、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するためのプッシュモジュールと
　を備えることを特徴とするクラウドカードの送信装置。
【請求項１４】
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信する前に、前記端末によりアップロー
ドされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するための第４受信モジュールと、
　受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に保存するとともに、前記クラウ
ドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存するための記憶モジュールと
　をさらに備えることを特徴とする請求項１３に記載のクラウドカードの送信装置。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断し、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、クラウドサーバに指示
メッセージを送信する
　ように構成され、
　当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
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　ことを特徴とするクラウドカードの送信装置。
【請求項１６】
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示する
　ように構成されることを特徴とするクラウドカードの送信装置。
【請求項１７】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載のク
ラウドカードの送信方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、特にクラウドカードの送信方法、装置、プログラム及び記
録媒体に関する。
【０００２】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１５１０２９０６７８．２であって、出願日が２０１５年
０５月２９日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての
内容を本願に援用する。
【背景技術】
【０００３】
　伝統的な電話通信の過程において、ユーザの受信した電話番号が自装置アドレス帳に保
存されていない場合、当該コールはストレンジャー・コールになる。ストレンジャー・コ
ールについて、ユーザは、当該ストレンジャー・コールの詳しい情報を得ることができな
い。従って、ストレンジャー・コールを如何に識別するかは、ユーザの通話体験を向上さ
せることに重大な意義がある。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、従来技術に存在する上記のような問題を解決するためのクラウドカードの送
信方法、装置、プログラム及び記録媒体を提供する。
【０００５】
　本発明の実施例に係る第１様態によれば、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップと
、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、指示メッセージをクラ
ウドサーバに送信するステップと
　を含み、
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　前記指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　クラウドカードの送信方法を提供する。
【０００６】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップの
前に、前記方法は、
　ユーザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェースにおいて設定したクラ
ウドカード情報を取得するステップと、
　取得した前記クラウドカード情報を前記クラウドサーバにアップロードするステップと
　をさらに含んでもよい。
【０００７】
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップは
、
　発呼中にクラウドカードを含むように設定するための設定項目が含まれている発信イン
ターフェースに対してユーザが入力した操作命令を受信するステップと、
　ユーザからの前記発信インターフェースにおける前記設定項目に対する選択命令を受信
した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したと決定するステップ
と
　を含んでもよい。
【０００８】
　前記方法は、
　電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバによりプッシュされる発呼者のクラ
ウドカード情報を受信するステップと、
　受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェースに表示するステップと
　をさらに含んでもよい。
【０００９】
　前記方法は、
　ユーザが着信インターフェースに対して入力した操作命令を受信するステップと、
　ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情報に対する
保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情
報を自装置アドレス帳に保存するステップと
　をさらに含んでもよい。
【００１０】
　本発明の実施例に係る第２様態によれば、
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信するステップと、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するようにするステップと
　を含むクラウドカードの送信方法を提供する。
【００１１】
　前記方法は、端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信するステップの前に、
　前記端末によりアップロードされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するステッ
プと、
　受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に保存するとともに、前記クラウ
ドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存するステップと
　をさらに含んでもよい。
【００１２】
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　本発明の実施例に係る第３様態によれば、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するための判断
モジュールと、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、指示メッセージをクラ
ウドサーバに送信するための送信モジュールと
　を備え、
　前記指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　クラウドカードの送信装置を提供する。
【００１３】
　前記装置は、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断する前に、ユー
ザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェースにおいて設定したクラウドカ
ード情報を取得するための取得モジュールと、
　取得した前記クラウドカード情報を前記クラウドサーバにアップロードするためのアッ
プロードモジュールと、
　をさらに備えてもよい。
【００１４】
　前記判断モジュールは、
　発呼中にクラウドカードを含むように設定するための設定項目が含まれている発信イン
ターフェースに対してユーザが入力した操作命令を受信するための受信サブモジュールと
、
　ユーザからの前記発信インターフェースにおける前記設定項目に対する選択命令を受信
した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したと決定するための決
定サブモジュールと
　を備えてもよい。
【００１５】
　前記装置は、
　電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバによりプッシュされる発呼者のクラ
ウドカード情報を受信するための第１受信モジュールと、
　受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェースに表示するための表示モジ
ュールと
　をさらに備えてもよい。
【００１６】
　前記装置は、
　ユーザが着信インターフェースに対して入力した操作命令を受信するための第２受信モ
ジュールと、
　ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情報に対する
保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表示された前記クラウドカード情
報を自装置アドレス帳に保存するための保存モジュールと、
　をさらに備えてもよい。
【００１７】
　本発明の実施例に係る第４様態によれば、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信する第３受信モジュールと、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するためのプッシュモジュールと
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　を備えるクラウドカードの送信装置を提供する。
【００１８】
　前記装置は、
　端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信する前に、前記端末によりアップロー
ドされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するための第４受信モジュールと、
　受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に保存するとともに、前記クラウ
ドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存するための記憶モジュールと
　をさらに備えてもよい。
【００１９】
　本発明の実施例に係る第５様態によれば、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断し、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、クラウドサーバに指示
メッセージを送信する
　ように構成され、
　当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである
　クラウドカードの送信装置を提供する。
【００２０】
　本発明の実施例に係る第６様態によれば、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示する
　ように構成されるクラウドカードの送信装置を提供する。
　本発明の実施例に係る第７態様によれば、
　プロセッサに実行されることにより、第1態様又は第２態様による前記クラウドカード
の送信方法を実現するプログラムを提供する。
　本発明の実施例に係る第８態様によれば、
　第７態様による前記プログラムが記録されている記録媒体を提供する。
【００２１】
　本発明の実施例により提供された技術的解決策によれば、以下のような有益な効果が得
られる。
【００２２】
　本発明の上述の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択
したか否かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択
した場合、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッ
シュするようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッ
シュされた当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を
着信インターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信
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インターフェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼
者の個人資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００２３】
　なお、上述の一般的な記載及び後述の詳細な記載は、単なる例示的な解釈であり、本発
明に対する限定として見なしてはいけない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　以下の図面は、明細書に組み入れて本願明細書の一部分となり、本発明に係る実施例を
示し、且つ明細書とともに、本発明の原理の説明に用いられる。
【図１】図１は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信方法を示す模式的なフロ
ーチャートである。
【図２】図２は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信方法を示す模式的な
フローチャートである。
【図３】図３は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信方法を示す模式的な
フローチャートである。
【図４】図４は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置を示す模式的なブロ
ック図である。
【図５】図５は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図６】図６は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図７】図７は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図８】図８は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図９】図９は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式的な
ブロック図である。
【図１０】図１０は、例示的な一実施例に係る別のクラウドカードの送信装置を示す模式
的なブロック図である。
【図１１】図１１は、例示的な一実施例に係る前記クラウドカードの送信装置の構成を示
す模式図である。
【図１２】図１２は、例示的な一実施例に係る前記クラウドカードの送信装置の構成を示
す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、例示的な実施例を詳しく説明し、その例示を図面に示す。以下の記載が図面に関
わる場合、特に別の説明がない限り、異なる図面における同一符号は、同じ又は類似する
要素を示す。以下の例示的な実施形態に記載の実施例は、本発明と一致する全ての実施例
を代表するものではない。逆に、それらは、特許請求の範囲に記載の本発明のある側面に
一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００２６】
　本発明に記載の用語は、特定の実施例を説明する目的で使用されるものに過ぎず、本発
明を限定するものではない。本発明及び添付された特許請求の範囲に記載の単数形式の「
１種類」、「前記」及び「当該」は、前後の文章においてそれぞれ他の意味を含有すると
明確に記載される以外には、複数の形式も含む。なお、本発明に記載の「及び／又は」は
、挙げられる事項の１つ又は複数の何れ又は全ての組み合わせを意味する。
【００２７】
　また、本発明は、第１、第２、第３等の用語を使って各種の情報を説明するが、それら
の情報は上記用語に限定されない。それらの用語は、同一種類の情報同士を区分するため
のものに過ぎない。例えば、本発明の範囲から逸脱しない状況で、第１情報を第２情報と
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称しても良い。同じように、第２情報を第１情報と称してもよい。ここで使っている用語
「……場合」は、上下文の意味によって、「……時」又は「……と」又は「確定に応じる
」に解釈されてもよい。
【００２８】
　本発明が提供するクラウドカードの送信方法によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカ
ードを含むことを選択したか否かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカ
ードを含むことを選択した場合、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前
記発呼の受信者にプッシュするようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラ
ウドサーバによりプッシュされた当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該
クラウドカード情報を着信インターフェースに表示することができる。これにより、前記
発呼の受信者は、着信インターフェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェッ
クを通じて、当該発呼者の個人資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００２９】
　図１に示すように、図１は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信方法である
。当該クラウドカードの送信方法は、端末に適用され、以下のステップを含む。即ち、
　ステップ１０１において、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか
否かを判断する。
【００３０】
　ステップ１０２において、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場
合、指示メッセージをクラウドサーバに送信する。当該指示メッセージは、保存された前
記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュするように前記クラウドサ
ーバに指示することにより、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するためのものである。
【００３１】
　本実施例において、端末は、ユーザの移動端末、例えば、ユーザのスマートフォンであ
ってもよい。クラウドサーバは、当該移動端末に対してクラウドサービスを提供するサー
バ、サーバ・クラスタ又はクラウドプラットフォームであってもよい。クラウドカードは
、ユーザが構築してクラウドサーバに保存した電子名刺であり、ユーザの氏名、連絡方法
、会社名及びメールアドレス等の基本的な個人資料を含んでもよく、ユーザが設定したマ
ルチメディアカード情報をさらに含んでもよい。例えば、当該マルチメディアカード情報
は、ユーザが設定インターフェースにおいて設定した高解像度写真、音声による自己紹介
及びビデオ映像による自己紹介等を含んでもよい。
【００３２】
　ここで、ユーザは、クラウドカードを設定する場合、移動端末においてクラウドカード
の機能を起動することにより実現できる。例えば、移動端末においてクラウドカードの機
能項目を設定することができ、移動端末のユーザは、当該機能項目を選択することにより
クラウドカードの機能を起動することができる。
【００３３】
　クラウドカードの機能を起動した後、ユーザは、移動端末がユーザに向けて提供するク
ラウドカード設定インターフェースにおいて、個人のクラウドカード情報を設定すること
ができる。ユーザが当該クラウドカード設定インターフェースにおいてクラウドカード情
報の設定を完了すると、この時、移動端末は、当該クラウドカード設定インターフェース
からユーザが設定したクラウドカード情報を取得することができ、ユーザが設定完了した
クラウドカード情報をユーザの移動端末によりクラウドサーバにアップロードすることが
できる。
【００３４】
　クラウドサーバは、当該ユーザの移動端末によりアップロードされたクラウドカード情
報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を自装置に記憶することができ、且つ前
記クラウドカード情報と前記ユーザとの対応関係を保存することができるので、後の照会
が便利になる。
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【００３５】
　例えば、クラウドサーバは、当該クラウドカード情報と対応のユーザとの間の対応関係
を構築する際に、自装置において当該クラウドカード情報に唯一の識別情報、例えば、ク
ラウドカードＩＤを割り当てることができ、そして、割り当てられたクラウドカードＩＤ
を当該ユーザの移動端末に送信して保存する。同時に、クラウドサーバは、自装置に割り
当てられたクラウドカードＩＤと自装置に保存された当該ユーザのクラウドカード情報と
の間の対応関係をさらに保存してもよい。
【００３６】
　本実施例において、ユーザのクラウドカード設定インターフェースにおいて設定したク
ラウドカード情報がクラウドサーバに成功的にアップロードされると、この時、当該ユー
ザが発呼者としてその他の連絡先に発呼する際に、個人のクラウドカードを発呼に付帯す
ることを選択する。これにより、当該発呼の前記発呼の受信者が、当該ユーザからの発呼
を受信する際に、当該ユーザのクラウドカードを着信インターフェースに表示できるよう
にしてもよい。
【００３７】
　実現にあたり、発信インターフェースにおいて、発呼中にクラウドカードを付帯する設
定項目を設定してもよく、ユーザは、発呼者として発呼する際に、発信インターフェース
において当該設定項目を選択することにより、クラウドカードを当該発呼に付帯すること
を選択してもよい。これと同時に、移動端末は、バックグラウンドシステムでリアルタイ
ムで、ユーザが当該発信インターフェースを操作する際にトリガーして入力した操作命令
を受信することができ、受信した内容が、ユーザからの当該発信インターフェースにおけ
る当該設定項目に対する選択命令である場合、移動端末は、ユーザが当該設定項目を選択
したと決定できる。この時、他の連絡先に発呼する場合、当該ユーザのクラウドカードを
発呼に付帯することができる。例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当
該設定項目に対してタッチ操作を行うことにより、移動端末バックグラウンドへの選択命
令の送信をトリガーすることができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当
該設定項目に対するタッチイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対す
るタッチ操作によりトリガーした選択命令を受信した場合、ユーザが、当該設定項目を選
択したと決定できる。
【００３８】
　ここで、上述の発信インターフェースは、移動端末のダイヤルインターフェースであっ
てもよく、移動端末の自装置アドレス帳における連絡先のインターフェースであってもよ
い。
【００３９】
　例えば、一つの状況において、当該ユーザは、発呼者としてストレンジャーに発呼する
際に、通常ダイヤルインターフェースにおいて直接当該ストレンジャーの電話番号をダイ
ヤルすることができる。このような状況において、当該設定項目は、ダイヤルインターフ
ェースにおける予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目であってもよい。ユーザは、発呼する際に、直接ダイヤルインターフェースにおいて
当該設定項目を選択することにより、個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。
【００４０】
　別の状況において、当該ユーザは、発呼者として自装置アドレス帳にある連絡先に発呼
する際に、通常、直接自装置アドレス帳において操作することにより、当該連絡先に発呼
することができる。このような状況において、当該設定項目は、自装置アドレス帳におけ
る予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定項目であって
もよい。ユーザは、直接自装置アドレス帳において当該設定項目を選択することにより、
個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。例えば、タッチスクリーン移動端末の場
合、ユーザは、自装置アドレス帳にある連絡先に発呼する際に、当該連絡先を長時間押し
操作により、システムが上述の「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目を出力するようにトリガーすることができ、そして、当該ユーザは、当該設定項目に
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対してタッチ操作を行うことにより、当該設定項目を選択して個人のクラウドカードを発
呼に付帯することができる。
【００４１】
　本実施例において、当該ユーザは、発呼者として移動端末において発呼する際に、当該
ユーザにより設定されたクラウドカード情報はクラウドサーバにアップロードされている
ため、この時の移動端末は、保存された当該発呼者ユーザのクラウドカード情報を当該前
記発呼の受信者にプッシュするようクラウドサーバに指示するための指示メッセージを、
クラウドサービスに送信してもよい。当該指示メッセージにおいては、クラウドサービス
が当該発呼者ユーザのクラウドカード情報に対し割り当てたクラウドカードＩＤを付帯し
てもよい。
【００４２】
　クラウドサーバは、当該指示メッセージを受信した後、当該クラウドカードＩＤに基づ
いて、保存されたクラウドカードＩＤとクラウドカード情報との間の対応関係を照会して
、当該クラウドカードＩＤに対応する発呼者のクラウドカード情報を探し出すことができ
、そして、探し出した発呼者のクラウドカード情報を当該発呼者の発呼した前記発呼の受
信者にプッシュする。当該前記発呼の受信者の移動端末は、クラウドサーバによりプッシ
ュされたクラウドカード情報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を着信インタ
ーフェースに表示することができる。同時に、当該前記発呼の受信者は、さらに、当該受
信インターフェース中に表示されたクラウドカード情報に対する操作を通じて、当該着信
インターフェースに表示されたクラウドカード情報を自装置アドレス帳に保存することを
選択できる。
【００４３】
　このような方法によって、ストレンジャーによる発呼を受信する状況では、前記発呼の
受信者は、ストレンジャーからの電話呼び出しを受信する際に、着信インターフェースに
表示された当該ストレンジャーのクラウドカード情報をチェックすることにより当該スト
レンジャーの個人資料を取得することができる。これにより、ストレンジャーを充分に識
別することができる。
【００４４】
　自装置アドレス帳における連絡先からの発呼を受信する状況では、連絡先が設定したク
ラウドカード情報には、ユーザの基本的な個人資料のほか、連絡先が設定したマルチメデ
ィアクラウドカード情報をさらに含むことができるため、前記発呼の受信者は、着信イン
ターフェースに表示された当該連絡先が設定したクラウドカード情報をチェックすること
により、当該連絡先が設定した最新の高解像度写真等のマルチメディアクラウドカード情
報を取得することができる。それゆえ、ユーザの通話体験を向上させることができる。
【００４５】
　以上に記載されたのは、移動端末の自装置ユーザは発呼者として発呼する過程であるが
、当該自装置ユーザは、前記発呼の受信者としてリモート連絡先からの発呼を受信した場
合においても、以上に記載された実施過程どおりに、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信インターフェースに表示することがで
きる。
【００４６】
　本実施例において、リモート連絡先は、移動端末において個人のクラウドカード情報を
設定して、設定完了のクラウドカード情報をクラウドサーバにアップロードしてもよい。
当該リモート連絡先は、発呼者として自装置ユーザに発呼する際に、個人のクラウドカー
ド情報を発呼に付帯することを選択して、クラウドサーバに指示メッセージを送信するこ
とにより、クラウドサーバに、その自装置に保存された当該リモート連絡先のクラウドカ
ード情報を自装置ユーザにプッシュするように指示してもよい。
【００４７】
　自装置ユーザの移動端末は、リモート連絡先からの発呼を受信する際に、受信されたク
ラウドサーバによりプッシュされた当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信イン
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ターフェースに表示することができる。着信インターフェースに表示されたクラウドカー
ド情報に対しては、自装置ユーザは、当該着信インターフェースに表示されたクラウドカ
ード情報に対して操作を行うことにより、当該クラウドカード情報を自装置アドレス帳に
保存することを選択してもよい。
【００４８】
　例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当該着信インターフェースに表
示されたクラウドカード情報を長時間押し操作により、当該クラウドカード情報を自装置
アドレス帳に保存するとの保存命令を移動端末バックグラウンドへ送信するようトリガー
することができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当該設定項目に対する
長時間押しイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対して長時間押し操
作を行ってトリガーした保存命令を受信した場合、当該クラウドカード情報を自装置アド
レス帳に保存することができる。
【００４９】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００５０】
　図２に示すように、図２は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信方法である
。当該クラウドカードの送信方法は、クラウドサーバに適用され、以下のステップを含む
。即ち、
　ステップ２０１において、端末が発呼の際に送信する指示メッセージを受信する。当該
指示メッセージは、保存された発呼者のクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシ
ュするように前記クラウドサーバに指示するためのものである。
【００５１】
　ステップ２０２において、前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のク
ラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インター
フェースに前記クラウドカード情報を表示するようにする。
【００５２】
　本実施例において、クラウドサーバは、当該移動端末に対してクラウドサービスを提供
するサーバ、サーバ・クラスタ又はクラウドプラットフォームであってもよい。端末は、
ユーザの移動端末、例えば、ユーザのスマートフォンであってもよい。クラウドカードは
、ユーザが構築してクラウドサーバに保存した電子名刺であり、ユーザの氏名、連絡方法
、会社名及びメールアドレス等の基本的な個人資料を含んでもよく、ユーザが設定したマ
ルチメディアカード情報をさらに含んでもよい。例えば、当該マルチメディアカード情報
は、ユーザが設定インターフェースにおいて設定した高解像度写真、音声による自己紹介
及びビデオ映像による自己紹介等を含んでもよい。
【００５３】
　ここで、ユーザは、クラウドカードを設定する場合、移動端末においてクラウドカード
の機能を起動することにより実現できる。例えば、移動端末においてクラウドカードの機
能項目を設定することができ、移動端末のユーザは、当該機能項目を選択することにより
クラウドカードの機能を起動することができる。
【００５４】
　クラウドカードの機能を起動した後、ユーザは、移動端末がユーザに向けて提供するク
ラウドカード設定インターフェースにおいて、個人のクラウドカード情報を設定すること
ができる。ユーザが当該クラウドカード設定インターフェースにおいてクラウドカード情
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報の設定を完了すると、この時、移動端末は、当該クラウドカード設定インターフェース
からユーザが設定したクラウドカード情報を取得することができ、ユーザが設定完了した
クラウドカード情報をユーザの移動端末によりクラウドサーバにアップロードすることが
できる。
【００５５】
　クラウドサーバは、当該ユーザの移動端末によりアップロードされたクラウドカード情
報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を自装置に記憶することができ、且つ前
記クラウドカード情報と前記ユーザとの対応関係を保存することができるので、後の照会
が便利になる。
【００５６】
　例えば、クラウドサーバは、当該クラウドカード情報と対応のユーザとの間の対応関係
を構築する際に、自装置において当該クラウドカード情報に唯一の識別情報、例えば、ク
ラウドカードＩＤを割り当てることができ、そして、割り当てられたクラウドカードＩＤ
を当該ユーザの移動端末に送信して保存する。同時に、クラウドサーバは、自装置に割り
当てられたクラウドカードＩＤと自装置に保存された当該ユーザのクラウドカード情報と
の間の対応関係をさらに保存してもよい。
【００５７】
　本実施例において、ユーザのクラウドカード設定インターフェースにおいて設定したク
ラウドカード情報がクラウドサーバに成功的にアップロードされると、この時、当該ユー
ザが発呼者としてその他の連絡先に発呼する際に、個人のクラウドカードを発呼に付帯す
ることを選択する。これにより、当該発呼の前記発呼の受信者が、当該ユーザからの発呼
を受信する際に、当該ユーザのクラウドカードを着信インターフェースに表示できるよう
にしてもよい。
【００５８】
　実現にあたり、発信インターフェースにおいて、発呼中にクラウドカードを付帯する設
定項目を設定してもよく、ユーザは、発呼者として発呼する際に、発信インターフェース
において当該設定項目を選択することにより、クラウドカードを当該発呼に付帯すること
を選択してもよい。これと同時に、移動端末は、バックグラウンドシステムでリアルタイ
ムで、ユーザが当該発信インターフェースを操作する際にトリガーして入力した操作命令
を受信することができ、受信した内容が、ユーザからの当該発信インターフェースにおけ
る当該設定項目に対する選択命令である場合、移動端末は、ユーザが当該設定項目を選択
したと決定できる。この時、他の連絡先に発呼する場合、当該ユーザのクラウドカードを
発呼に付帯することができる。例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当
該設定項目に対してタッチ操作を行うことにより、移動端末バックグラウンドへの選択命
令の送信をトリガーすることができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当
該設定項目に対するタッチイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対す
るタッチ操作によりトリガーした選択命令を受信した場合、ユーザが、当該設定項目を選
択したと決定できる。
【００５９】
　ここで、上述の発信インターフェースは、移動端末のダイヤルインターフェースであっ
てもよく、移動端末の自装置アドレス帳における連絡先のインターフェースであってもよ
い。
【００６０】
　例えば、一つの状況において、当該ユーザは、発呼者としてストレンジャーに発呼する
際に、通常ダイヤルインターフェースにおいて直接当該ストレンジャーの電話番号をダイ
ヤルすることができる。このような状況において、当該設定項目は、ダイヤルインターフ
ェースにおける予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目であってもよい。ユーザは、発呼する際に、直接ダイヤルインターフェースにおいて
当該設定項目を選択することにより、個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。
【００６１】
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　別の状況において、当該ユーザは、発呼者として自装置アドレス帳にある連絡先に発呼
する際に、通常、直接自装置アドレス帳において操作することにより、当該連絡先に発呼
することができる。このような状況において、当該設定項目は、自装置アドレス帳におけ
る予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定項目であって
もよい。ユーザは、直接自装置アドレス帳において当該設定項目を選択することにより、
個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。例えば、タッチスクリーン移動端末の場
合、ユーザは、自装置アドレス帳にある連絡先に発呼する際に、当該連絡先を長時間押し
操作により、システムが上述の「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目を出力するようにトリガーすることができ、そして、当該ユーザは、当該設定項目に
対してタッチ操作を行うことにより、当該設定項目を選択して個人のクラウドカードを発
呼に付帯することができる。
【００６２】
　本実施例において、当該ユーザは、発呼者として移動端末において発呼する際に、当該
ユーザにより設定されたクラウドカード情報はクラウドサーバにアップロードされている
ため、この時の移動端末は、保存された当該発呼者ユーザのクラウドカード情報を当該前
記発呼の受信者にプッシュするようクラウドサーバに指示するための指示メッセージを、
クラウドサービスに送信してもよい。当該指示メッセージにおいては、クラウドサービス
が当該発呼者ユーザのクラウドカード情報に対し割り当てたクラウドカードＩＤを付帯し
てもよい。
【００６３】
　クラウドサーバは、当該指示メッセージを受信した後、当該クラウドカードＩＤに基づ
いて、保存されたクラウドカードＩＤとクラウドカード情報との間の対応関係を照会して
、当該クラウドカードＩＤに対応する発呼者のクラウドカード情報を探し出すことができ
、そして、探し出した発呼者のクラウドカード情報を当該発呼者の発呼した前記発呼の受
信者にプッシュする。当該前記発呼の受信者の移動端末は、クラウドサーバによりプッシ
ュされたクラウドカード情報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を着信インタ
ーフェースに表示することができる。同時に、当該前記発呼の受信者は、さらに、当該受
信インターフェース中に表示されたクラウドカード情報に対する操作を通じて、当該着信
インターフェースに表示されたクラウドカード情報を自装置アドレス帳に保存することを
選択できる。
【００６４】
　このような方法によって、ストレンジャーによる発呼を受信する状況では、前記発呼の
受信者は、ストレンジャーからの電話呼び出しを受信する際に、着信インターフェースに
表示された当該ストレンジャーのクラウドカード情報をチェックすることにより当該スト
レンジャーの個人資料を取得することができる。これにより、ストレンジャーを充分に識
別することができる。
【００６５】
　自装置アドレス帳における連絡先からの発呼を受信する状況では、連絡先が設定したク
ラウドカード情報には、ユーザの基本的な個人資料のほか、連絡先が設定したマルチメデ
ィアクラウドカード情報をさらに含むことができるため、前記発呼の受信者は、着信イン
ターフェースに表示された当該連絡先が設定したクラウドカード情報をチェックすること
により、当該連絡先が設定した最新の高解像度写真等のマルチメディアクラウドカード情
報を取得することができる。それゆえ、ユーザの通話体験を向上させることができる。
【００６６】
　以上に記載されたのは、移動端末の自装置ユーザは発呼者として発呼する過程であるが
、当該自装置ユーザは、前記発呼の受信者としてリモート連絡先からの発呼を受信した場
合においても、以上に記載された実施過程どおりに、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信インターフェースに表示することがで
きる。
【００６７】
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　本実施例において、リモート連絡先は、移動端末において個人のクラウドカード情報を
設定して、設定完了のクラウドカード情報をクラウドサーバにアップロードしてもよい。
当該リモート連絡先は、発呼者として自装置ユーザに発呼する際に、個人のクラウドカー
ド情報を発呼に付帯することを選択して、クラウドサーバに指示メッセージを送信するこ
とにより、クラウドサーバに、その自装置に保存された当該リモート連絡先のクラウドカ
ード情報を自装置ユーザにプッシュするように指示してもよい。
【００６８】
　自装置ユーザの移動端末は、リモート連絡先からの発呼を受信する際に、受信されたク
ラウドサーバによりプッシュされた当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。着信インターフェースに表示されたクラウドカー
ド情報に対しては、自装置ユーザは、当該着信インターフェースに表示されたクラウドカ
ード情報に対して操作を行うことにより、当該クラウドカード情報を自装置アドレス帳に
保存することを選択してもよい。
【００６９】
　例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当該着信インターフェースに表
示されたクラウドカード情報を長時間押し操作により、当該クラウドカード情報を自装置
アドレス帳に保存するとの保存命令を移動端末バックグラウンドへ送信するようトリガー
することができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当該設定項目に対する
長時間押しイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対して長時間押し操
作を行ってトリガーした保存命令を受信した場合、当該クラウドカード情報を自装置アド
レス帳に保存することができる。
【００７０】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００７１】
　図３に示すように、図３は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信方法である
。当該クラウドカードの送信方法は、以下のステップを含む。即ち、
　ステップ３０１において、発呼者が、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか
否かを判断する。
【００７２】
　ステップ３０２において、発呼者が、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場
合、クラウドサーバに指示メッセージを送信する。前記指示メッセージは、保存された発
呼者のクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュするように前記クラウドサーバ
に指示することにより、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカード
情報を表示するためのものである。
【００７３】
　ステップ３０３において、クラウドサーバは、前記指示メッセージに基づいて、保存さ
れた前記発呼者のクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受
信者の着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示する。
【００７４】
　本実施例において、端末は、ユーザの移動端末、例えば、ユーザのスマートフォンであ
ってもよい。クラウドサーバは、当該移動端末に対してクラウドサービスを提供するサー
バ、サーバ・クラスタ又はクラウドプラットフォームであってもよい。クラウドカードは
、ユーザが構築してクラウドサーバに保存した電子名刺であり、ユーザの氏名、連絡方法
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、会社名及びメールアドレス等の基本的な個人資料を含んでもよく、ユーザが設定したマ
ルチメディアカード情報をさらに含んでもよい。例えば、当該マルチメディアカード情報
は、ユーザが設定インターフェースにおいて設定した高解像度写真、音声による自己紹介
及びビデオ映像による自己紹介等を含んでもよい。
【００７５】
　ここで、ユーザは、クラウドカードを設定する場合、移動端末においてクラウドカード
の機能を起動することにより実現できる。例えば、移動端末においてクラウドカードの機
能項目を設定することができ、移動端末のユーザは、当該機能項目を選択することにより
クラウドカードの機能を起動することができる。
【００７６】
　クラウドカードの機能を起動した後、ユーザは、移動端末がユーザに向けて提供するク
ラウドカード設定インターフェースにおいて、個人のクラウドカード情報を設定すること
ができる。ユーザが当該クラウドカード設定インターフェースにおいてクラウドカード情
報の設定を完了すると、この時、移動端末は、当該クラウドカード設定インターフェース
からユーザが設定したクラウドカード情報を取得することができ、ユーザが設定完了した
クラウドカード情報をユーザの移動端末によりクラウドサーバにアップロードすることが
できる。
【００７７】
　クラウドサーバは、当該ユーザの移動端末によりアップロードされたクラウドカード情
報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を自装置に記憶することができ、且つ前
記クラウドカード情報と前記ユーザとの対応関係を保存することができるので、後の照会
が便利になる。
【００７８】
　例えば、クラウドサーバは、当該クラウドカード情報と対応のユーザとの間の対応関係
を構築する際に、自装置において当該クラウドカード情報に唯一の識別情報、例えば、ク
ラウドカードＩＤを割り当てることができ、そして、割り当てられたクラウドカードＩＤ
を当該ユーザの移動端末に送信して保存する。同時に、クラウドサーバは、自装置に割り
当てられたクラウドカードＩＤと自装置に保存された当該ユーザのクラウドカード情報と
の間の対応関係をさらに保存してもよい。
【００７９】
　本実施例において、ユーザのクラウドカード設定インターフェースにおいて設定したク
ラウドカード情報がクラウドサーバに成功的にアップロードされると、この時、当該ユー
ザが発呼者としてその他の連絡先に発呼する際に、個人のクラウドカードを発呼に付帯す
ることを選択する。これにより、当該発呼の前記発呼の受信者が、当該ユーザからの発呼
を受信する際に、当該ユーザのクラウドカードを着信インターフェースに表示できるよう
にしてもよい。
【００８０】
　実現にあたり、発信インターフェースにおいて、発呼中にクラウドカードを付帯する設
定項目を設定してもよく、ユーザは、発呼者として発呼する際に、発信インターフェース
において当該設定項目を選択することにより、クラウドカードを当該発呼に付帯すること
を選択してもよい。これと同時に、移動端末は、バックグラウンドシステムでリアルタイ
ムで、ユーザが当該発信インターフェースを操作する際にトリガーして入力した操作命令
を受信することができ、受信した内容が、ユーザからの当該発信インターフェースにおけ
る当該設定項目に対する選択命令である場合、移動端末は、ユーザが当該設定項目を選択
したと決定できる。この時、他の連絡先に発呼する場合、当該ユーザのクラウドカードを
発呼に付帯することができる。例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当
該設定項目に対してタッチ操作を行うことにより、移動端末バックグラウンドへの選択命
令の送信をトリガーすることができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当
該設定項目に対するタッチイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対す
るタッチ操作によりトリガーした選択命令を受信した場合、ユーザが、当該設定項目を選



(44) JP 2017-524317 A 2017.8.24

択したと決定できる。
【００８１】
　ここで、上述の発信インターフェースは、移動端末のダイヤルインターフェースであっ
てもよく、移動端末の自装置アドレス帳における連絡先のインターフェースであってもよ
い。
【００８２】
　例えば、一つの状況において、当該ユーザは、発呼者としてストレンジャーに発呼する
際に、通常ダイヤルインターフェースにおいて直接当該ストレンジャーの電話番号をダイ
ヤルすることができる。このような状況において、当該設定項目は、ダイヤルインターフ
ェースにおける予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目であってもよい。ユーザは、発呼する際に、直接ダイヤルインターフェースにおいて
当該設定項目を選択することにより、個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。
【００８３】
　別の状況において、当該ユーザは、発呼者として自装置アドレス帳にある連絡先に発呼
する際に、通常、直接自装置アドレス帳において操作することにより、当該連絡先に発呼
することができる。このような状況において、当該設定項目は、自装置アドレス帳におけ
る予め設定された「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定項目であって
もよい。ユーザは、直接自装置アドレス帳において当該設定項目を選択することにより、
個人のクラウドカードを発呼に付帯してもよい。例えば、タッチスクリーン移動端末の場
合、ユーザは、自装置アドレス帳にある連絡先に発呼する際に、当該連絡先を長時間押し
操作により、システムが上述の「ダイヤル及び個人のクラウドカードを付帯」という設定
項目を出力するようにトリガーすることができ、そして、当該ユーザは、当該設定項目に
対してタッチ操作を行うことにより、当該設定項目を選択して個人のクラウドカードを発
呼に付帯することができる。
【００８４】
　本実施例において、当該ユーザは、発呼者として移動端末において発呼する際に、当該
ユーザにより設定されたクラウドカード情報がクラウドサーバにアップロードされている
ため、この時、移動端末は、保存された当該発呼者ユーザのクラウドカード情報を当該前
記発呼の受信者にプッシュするようクラウドサーバに指示するための指示メッセージを、
クラウドサービスに送信してもよい。当該指示メッセージにおいては、クラウドサービス
が当該発呼者ユーザのクラウドカード情報に対し割り当てたクラウドカードＩＤを付帯し
てもよい。
【００８５】
　クラウドサーバは、当該指示メッセージを受信した後、当該クラウドカードＩＤに基づ
いて、保存されたクラウドカードＩＤとクラウドカード情報との間の対応関係を照会して
、当該クラウドカードＩＤに対応する発呼者のクラウドカード情報を探し出すことができ
、そして、探し出した発呼者のクラウドカード情報を当該発呼者の発呼した前記発呼の受
信者にプッシュする。当該前記発呼の受信者の移動端末は、クラウドサーバによりプッシ
ュされたクラウドカード情報を受信した後、受信されたクラウドカード情報を着信インタ
ーフェースに表示することができる。同時に、当該前記発呼の受信者は、さらに、当該受
信インターフェース中に表示されたクラウドカード情報に対する操作を通じて、当該着信
インターフェースに表示されたクラウドカード情報を自装置アドレス帳に保存することを
選択できる。
【００８６】
　このような方法によって、ストレンジャーによる発呼を受信する状況では、前記発呼の
受信者は、ストレンジャーからの電話呼び出しを受信する際に、着信インターフェースに
表示された当該ストレンジャーのクラウドカード情報をチェックすることにより当該スト
レンジャーの個人資料を取得することができる。これにより、ストレンジャーを充分に識
別することができる。
【００８７】
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　自装置アドレス帳における連絡先からの発呼を受信する状況では、連絡先が設定したク
ラウドカード情報には、ユーザの基本的な個人資料のほか、連絡先が設定したマルチメデ
ィアクラウドカード情報をさらに含むことができるため、前記発呼の受信者は、着信イン
ターフェースに表示された当該連絡先が設定したクラウドカード情報をチェックすること
により、当該連絡先が設定した最新の高解像度写真等のマルチメディアクラウドカード情
報を取得することができる。それゆえ、ユーザの通話体験を向上させることができる。
【００８８】
　以上に記載されたのは、移動端末の自装置ユーザは発呼者として発呼する過程であるが
、当該自装置ユーザは、前記発呼の受信者としてリモート連絡先からの発呼を受信した場
合においても、以上に記載された実施過程どおりに、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信インターフェースに表示することがで
きる。
【００８９】
　本実施例において、リモート連絡先は、移動端末において個人のクラウドカード情報を
設定して、設定完了のクラウドカード情報をクラウドサーバにアップロードしてもよい。
当該リモート連絡先は、発呼者として自装置ユーザに発呼する際に、個人のクラウドカー
ド情報を発呼に付帯することを選択して、クラウドサーバに指示メッセージを送信するこ
とにより、クラウドサーバに、その自装置に保存された当該リモート連絡先のクラウドカ
ード情報を自装置ユーザにプッシュするように指示してもよい。
【００９０】
　自装置ユーザの移動端末は、リモート連絡先からの発呼を受信する際に、受信されたク
ラウドサーバによりプッシュされた当該リモート連絡先のクラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。着信インターフェースに表示されたクラウドカー
ド情報に対しては、自装置ユーザは、当該着信インターフェースに表示されたクラウドカ
ード情報に対して操作を行うことにより、当該クラウドカード情報を自装置アドレス帳に
保存することを選択してもよい。
【００９１】
　例えば、タッチスクリーン移動端末の場合、ユーザは、当該着信インターフェースに表
示されたクラウドカード情報を長時間押し操作により、当該クラウドカード情報を自装置
アドレス帳に保存するとの保存命令を移動端末バックグラウンドへ送信するようトリガー
することができる。移動端末は、バックグラウンドで当該ユーザの当該設定項目に対する
長時間押しイベントをモニタリングし、且つユーザが当該設定項目に対して長時間押し操
作を行ってトリガーした保存命令を受信した場合、当該クラウドカード情報を自装置アド
レス帳に保存することができる。
【００９２】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００９３】
　前述のクラウドカードの送信方法の実施例に対応して、本発明は、装置の実施例をさら
に提供する。
【００９４】
　図４は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置を示す模式的なブロック図
である。
【００９５】
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　図４に示すように、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置４００は、判断
モジュール４０１と送信モジュール４０２とを備え、ここで、
　前記判断モジュール４０１は、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択し
たか否かを判断するように構成される。
【００９６】
　前記送信モジュール４０２は、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択し
た場合、指示メッセージをクラウドサーバに送信するように構成され、前記指示メッセー
ジは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュするよ
うに前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の着信インターフェー
スに前記クラウドカード情報を表示するためのものである。
【００９７】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
た当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【００９８】
　図５を参照すると、図５は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式的な
ブロック図であり、当該実施例は、前述の図４に示す実施例を基にしたものであり、前記
装置４００は、取得モジュール４０３とアップロードモジュール４０４とをさらに備えて
もよい。ここで、
　前記取得モジュール４０３は、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択し
たか否かを判断する前に、ユーザが予め設定されたクラウドカードの設定インターフェー
スにおいて設定したクラウドカード情報を取得するように構成される。
【００９９】
　前記アップロードモジュール４０４は、取得した前記クラウドカード情報を前記クラウ
ドサーバにアップロードするように構成される。
【０１００】
　図６を参照すると、図６は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式的な
ブロック図であり、当該実施例は、前述の図４に示す実施例を基にしたものであり、前記
判断モジュール４０１は、受信サブモジュール４０１Ａと決定サブモジュール４０１Ｂと
を備えてもよい。ここで、
　前記受信サブモジュール４０１Ａは、発呼中にクラウドカードを含むように設定するた
めの設定項目が含まれている発信インターフェースに対してユーザが入力した操作命令を
受信するように構成される。
【０１０１】
　前記決定サブモジュール４０１Ｂ　は、ユーザからの前記発信インターフェースにおけ
る前記設定項目に対する選択命令を受信した場合、ユーザが、発呼中にクラウドカードを
含むことを選択したと決定するように構成される。
【０１０２】
　説明すべきなのは、上述の図６に示す装置の実施例において示す受信サブモジュール４
０１Ａと決定サブモジュール４０１Ｂの構成は、前述の図５の装置の実施例に含まれても
よく、これに対して、本発明は限定しない。
【０１０３】
　図７を参照すると、図７は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式的な
ブロック図であり、当該実施例は、前述の図４に示す実施例を基にしたものであり、前記
装置４００は、第１受信モジュール４０５と表示モジュール４０６をさらに備えてもよい
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。ここで、
　前記第１受信モジュール４０５は、電話呼び出しを受信する際に、前記クラウドサーバ
によりプッシュされる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するように構成される。
【０１０４】
　前記表示モジュール４０６は、受信された前記クラウドカード情報を着信インターフェ
ースに表示するように構成される。
【０１０５】
　説明すべきなのは、上述の図６に示す装置の実施例における第１受信モジュール４０５
と表示モジュール４０６の構成は、前述の図５～６の装置の実施例に含まれてもよく、こ
れに対して、本発明は限定しない。
【０１０６】
　図８を参照すると、図８は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式的な
ブロック図であり、当該実施例は、前述の図４に示す実施例を基にしたものであり、前記
装置４００は、第２受信モジュール４０７と保存モジュール４０８とをさらに備えてもよ
い。ここで、
　前記第２受信モジュール４０７は、ユーザが着信インターフェースに対して入力した操
作命令を受信するように構成される。
【０１０７】
　前記保存モジュール４０８は、ユーザからの前記着信インターフェースに表示された前
記クラウドカード情報に対する保存命令を受信した場合、前記着信インターフェースに表
示された前記クラウドカード情報を自装置アドレス帳に保存するように構成される。
【０１０８】
　説明すべきなのは、上述の図８に示す装置の実施例における第２受信モジュール４０７
と保存モジュール４０８の構成は、前述の図５～７の装置の実施例に含まれてもよく、こ
れに対して、本発明は限定しない。
【０１０９】
　図９は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置を示す模式的なブロック図
である。
【０１１０】
　図９に示すように、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置９００は、第３
受信モジュール９０１とプッシュモジュール９０２とを備える。ここで、
　前記第３受信モジュール９０１は、端末が発呼の際に送信した指示メッセージを受信す
るように構成される。当該指示メッセージは、保存された発呼者のクラウドカード情報を
前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するためのものである。
【０１１１】
　前記プッシュモジュール９０２は、前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発
呼者のクラウドカード情報を前記発呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信
インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するように構成される。
【０１１２】
　以上の実施例によれば、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否
かを判断することにより、ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合
、保存された当該ユーザのクラウドカード情報を今回の前記発呼の受信者にプッシュする
ようクラウドサーバに通知し、前記発呼の受信者は、クラウドサーバによりプッシュされ
る当該ユーザのクラウドカード情報を受信した場合、当該クラウドカード情報を着信イン
ターフェースに表示することができる。これにより、前記発呼の受信者は、着信インター
フェースに表示されたクラウドカード情報に対するチェックを通じて、当該発呼者の個人
資料を取得でき、ユーザの通話体験を向上させる。
【０１１３】
　図１０を参照すると、図１０は、本発明の例示的な一実施例に係る別の装置を示す模式
的なブロック図であり、当該実施例は、前述の図９に示す実施例を基にしたものであり、
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前記装置９００は、第４受信モジュール９０３と記憶モジュール９０４をさらに備えても
よい。ここで、
　前記第４受信モジュール９０３は、ユーザが発呼中にクラウドカードを含むことを選択
した際に端末が送信する指示メッセージを受信する前に、前記端末によりアップロードさ
れる前記発呼者のクラウドカード情報を受信するように構成される。
【０１１４】
　前記記憶モジュール９０４は、受信された前記発呼者のクラウドカード情報を自装置に
保存するとともに、前記クラウドカード情報と前記発呼者との対応関係を保存する。
【０１１５】
　上述の実施例に係る装置において、それぞれのモジュールが機能と作用を実現する具体
的な過程については、前述の方法の実施例の対応する実現過程を参照し、ここではその詳
細な説明を省略することにする。
【０１１６】
　装置の実施例は、基本的に方法の実施例に対応するため、その関連部分について方法の
実施例の内容を参照すればよい。以上に記載された装置の実施例は、ただ例示的なものに
すぎず、前記分離ユニットとして説明されたモジュールは、物理的に分離されたものでも
、分離されていないものであってもよい。モジュールとして表示されたユニットは、物理
的なモジュールであっても、なくてもよい。即ち、一つの箇所に配置されてもよく、複数
のネットワークモジュールに配置されもよい。実際のニーズに応じてその中の一部又は全
部のモジュールを選択して本発明の目的を実現できる。当業者は創造的な労働を払わず、
理解、且つ実施することができる。
【０１１７】
　相応して、本発明は、クラウドカードの送信装置をさらに提供する。
【０１１８】
　当該装置は、
　プロセッサと、
　プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと、
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断し、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、前記クラウドサーバに
指示メッセージを送信するように構成され、
　当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである。
【０１１９】
　相応して、本発明は、メモリ及び一つ以上のプログラムを備える端末をさらに提供する
。ここで、一つ以上のプログラムはメモリに記憶され、一つ以上のプロセッサにより以下
の操作を行うためのインストラクションを含む前記一つ以上のプログラムを実行する。即
ち、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断し、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、前記クラウドサーバに
指示メッセージを送信し、当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することによ
り、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するため
のものである。
【０１２０】
　相応して、本発明は、クラウドカードの送信装置をさらに提供する。
【０１２１】
　当該装置は、
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　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示する
　ように構成される。
【０１２２】
　相応して、本発明は、メモリ及び一つ以上のプログラムを備えるサーバをさらに提供す
る。ここで、一つ以上のプログラムはメモリに記憶され、一つ以上のプロセッサにより以
下の操作を行うためのインストラクションを含む前記一つ以上のプログラムを実行する。
即ち、
　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示するようにする。
【０１２３】
　図１１は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置の構成を示す模式図であ
る。
【０１２４】
　図１１は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置１１００示している。例
えば、当該装置１１００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送
受信機、ゲーム機、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス設備、ＰＤＡ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）等であってもよい。
【０１２５】
　図１１を参照すること。装置１１００は、処理アセンブリ１１０１、メモリ１１０２、
電源アセンブリ１１０３、マルチメディアアセンブリ１１０４、オーディオアセンブリ１
１０５、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース１１０６、センサアセンブリ１１０７及
び通信アセンブリ１１０８からなる群から選ばれる少なくとも１つを備えてもよい。
【０１２６】
　処理アセンブリ１１０１は、一般的には、装置１１００の全体の操作、例えば、表示、
電話呼び出し、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ア
センブリ１１０１は、上述の方法におけるステップの一部又は全部を実現できるように、
インストラクションを実行する少なくとも１つのプロセッサ１１０９を備えてもよい。な
お、処理アセンブリ１１０１は、他のアセンブリとのインタラクションの便宜上、少なく
とも１つのモジュールを備えてもよい。例えば、処理アセンブリ１１０１は、マルチメデ
ィアアセンブリ１１０４とのインタラクションの便利を図るために、マルチメディアモジ
ュールを備えてもよい。
【０１２７】
　メモリ１１０２は、装置１１００における操作を支援するための、各種のデータを記憶
するように構成される。これらのデータの例として、装置１１００において操作される何
れのアプリケーション又は方法に関するインストラクション、連絡先データ、アドレス帳
データ、メッセージ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１１０２は、何れの種類の揮発性又
は不揮発性メモリ、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍ
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ｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌ
ｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気
メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、又は光ディスク、又はこれらの組み合わせに
より実現することができる。
【０１２８】
　電源アセンブリ１１０３は、装置１１００の各種アセンブリに電力を供給するためのも
のであり、電源管理システム、１つ又は複数の電源、及び装置１１００のために電力を生
成、管理及び分配することに関連のある他のアセンブリを備えてもよい。
【０１２９】
　マルチメディアアセンブリ１１０４は、装置１１００とユーザとの間に出力インターフ
ェースを提供するためのスクリーンを備えてもよい。何れかの実施例において、スクリー
ンは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）やタッチパネル（ＴＰ）を備えてもよい。スクリーン
は、タッチパネルを備える場合、ユーザからの入力信号を受信できるタッチスクリーンと
して実現される。また、タッチパネルは、少なくとも１つのタッチセンサを備えることに
より、タッチ、スライド、タッチパネル上でのジェスチャーを感知することができる。前
記タッチセンサは、タッチやスライド動作の境界を感知できるだけではなく、タッチやス
ライド操作と関連する持続時間や圧力も感知できる。何れかの実施例において、マルチメ
ディアアセンブリ１１０４は、フロントカメラ及び／又はバックカメラを備えてもよい。
装置１１００が、例えば撮影モードやビデオモードのような操作モードにある場合、フロ
ントカメラ及び／又はバックカメラは外部からのマルチメディアデータを受信できる。フ
ロントカメラ及びバックカメラのそれぞれは、固定の光学レンズ系であってもよいし、可
変の焦点距離及び光学ズーム機能を有するものであってもよい。
【０１３０】
　オーディオアセンブリ１１０５は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するように構
成される。例えば、オーディオアセンブリ１１０５は、マイクロフォン（ＭＩＣ）を有し
てもよい。装置１１００が、例えば呼び出しモード、記録モード又は音声認識モードのよ
うな操作モードにある場合、マイクロフォンは外部のオーディオ信号を受信するように構
成される。受信されたオーディオ信号は、メモリ１１０２に記憶されてもよく、通信アセ
ンブリ１１０８を介して送信されてもよい。何れかの実施例において、オーディオアセン
ブリ１１０５は、オーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに備えてもよい。
【０１３１】
　Ｉ／Ｏインターフェース１１０２は、処理アセンブリ１１０１と周辺インターフェース
モジュールとの間にインターフェースを提供するためのものである。前記周辺インターフ
ェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これら
のボタンは、ホームボタン、音量ボタン、スタートボタン、ロックボタンであってもよい
が、それらに限らない。
【０１３２】
　センサアセンブリ１１０７は、装置１１００のために各方面の状態評価を提供するため
の少なくとも１つのセンサを備えてもよい。例えば、センサアセンブリ１１０７は、装置
１１００のオン／オフ状態や、アセンブリの相対的な位置を検出することができる。例え
ば、前記アセンブリが装置１１００のディスプレイ及びキーパッドである場合、センサア
センブリ１１０７は、装置１１００又は装置１１００の１つのアセンブリの位置の変化や
、ユーザと装置１１００との接触の有無や、装置１１００の方位又は加速／減速や、装置
１１００の温度変化を検出することができる。センサアセンブリ１１０７は、何れの物理
的接触もない状況にて付近の物体の有無を検出できるように構成される近接センサを含ん
でもよい。センサアセンブリ１１０７は、さらに、画像表示技術分野に用いられる光セン
サ、例えばＣＭＯＳ又はＣＣＤ画像センサを含んでもよい。何れかの実施例において、当
該センサアセンブリ１１０７は、さらに、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気
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センサ、圧力センサ又は温度センサを含んでもよい。
【０１３３】
　通信アセンブリ１１０８は、装置１１００と他の設備との間の無線又は有線通信が便利
になるように構成される。装置１１００は、通信標準に基づく無線ネットワーク、例えば
ＷＩＦＩ、２Ｇ又は３Ｇ、又はそれらの組み合わせにアクセスできる。１つの例示的な実
施例において、通信アセンブリ１１０８は、ブロードキャストチャンネルを介して外部の
ブロードキャスト管理システムからのブロードキャスト信号又はブロードキャストに関す
る情報を受信することができる。１つの例示的な実施例において、前記通信アセンブリ１
１０８は、さらに、近距離通信を促進するために近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールを
含んでもよい。ＮＦＣモジュールは、例えば、無線周波数識別（ＲＦＩＤ：Ｒａｄｉｏ　
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、赤外線データ協会（ＩｒＤ
Ａ：Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、超広帯域無線（ＵＷ
Ｂ：Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）技術、ブルートゥース（ＢＴ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標））技術及び他の技術により実現されてもよい。
【０１３４】
　例示的な実施例において、装置１１００は、上述の方法を実行するために、１つ又は複
数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、数字信号処理デバイス（ＤＳＰＤ：Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、プログラム可能論理
デバイス（ＰＬＤ：Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、書替え可
能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒ
ａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、又は他の電子機器
により実現されてもよい。
【０１３５】
　例示的な実施例において、さらに、装置１１００のプロセッサ１１０９により実行され
ることにより上述の方法を実現可能なインストラクションが記憶され、且つコンピュータ
に読み取り可能な非一時的記録媒体、例えばインストラクションが記憶されているメモリ
１１０２を提供する。前記コンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体は、例えばＲ
ＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク及び光デー
タメモリ等であってもよい。
【０１３６】
　ここで、移動端末のプロセッサが前記記録媒体中のインストラクションを実行すること
により、端末機器に、クラウドカードの送信方法を実行させることができ、前記方法は、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択したか否かを判断するステップと
、
　ユーザが、発呼中にクラウドカードを含むことを選択した場合、前記クラウドサーバに
指示メッセージを送信するステップと
　を含み、
　当該指示メッセージは、保存された前記ユーザのクラウドカード情報を前記発呼の受信
者にプッシュするように前記クラウドサーバに指示することにより、前記発呼の受信者の
着信インターフェースに前記クラウドカード情報を表示するためのものである。
【０１３７】
　相応して、本発明は、さらに、クラウドカードの送信装置を提供する。
【０１３８】
　当該装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
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　端末が発呼の際に送信した指示メッセージであって、保存された発呼者のクラウドカー
ド情報を前記発呼の受信者にプッシュするようにクラウドサーバに指示するための指示メ
ッセージを受信し、
　前記指示メッセージに基づいて、保存された前記発呼者のクラウドカード情報を前記発
呼の受信者にプッシュして、前記発呼の受信者の着信インターフェースに前記クラウドカ
ード情報を表示する
　ように構成される。
【０１３９】
　図１２は、例示的な一実施例に係るクラウドカードの送信装置１２００を示すブロック
図である。例えば、装置１２００はサーバとして提供されてもよい。図１２を参照すると
、装置１２００は処理アセンブリ１２２２を含む。前記処理アセンブリ１２２２は１つ以
上のプロセッサと、メモリ１２３２を代表とするメモリーリソースを含む。前記メモリ１
２３２は、処理アセンブリ１２２２によって実行されるインストラクション、例えば応用
プログラムを記憶するためのものである。メモリ１２３２に記憶される応用プログラムは
、それぞれ一組のインストラクションに対応する１つ以上のモジュールを含んでもよい。
また、処理アセンブリ１２２２は、インストラクションを実行して前記スマート機器の制
御方法を実行するように構成される。
【０１４０】
　装置１２００は、１つ以上のプロセッサを含む処理アセンブリ１２２２と、処理アセン
ブリ１２２２により実行される例えばアプリケーションプログラムなどのインストラクシ
ョンを記憶するための、メモリ１２３２を代表とするメモリリソースとを含む。メモリ１
２３２に記憶されるアプリケーションプログラムは、それぞれ一組のインストラクション
に対応する１つ以上のモジュールを含んでもよい。なお、処理アセンブリ１２２２は、上
述のスマート機器の制御方法を実行するよう、インストラクションを実行するように構成
される。
【０１４１】
　装置１１００は、装置１２００の電源管理を実施するように構成される電源アセンブリ
１２２６と、装置１２００をネットワークに接続させるように構成される有線又は無線ネ
ットワークインターフェース１２５０と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース１２５
８とをさらに備えてもよい。装置１２００は、メモリ１２３２に記憶されたシステム、例
えばＷｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ（登録商標）、Ｍａｃ　ＯＳ　Ｘ（登録商標）、Ｕｎ
ｉｘ（登録商標）、　Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、ＦｒｅｅＢＳＤ（登録商標）などのオペ
レーティングシステムに基づいて操作を行うことができる。
【０１４２】
　当業者であれば、本願明細書を参照し、本願明細書に開示された発明を実施することに
より、本発明の他の実施形態を容易に取得することができる。本願は、本発明の一般的な
原理を遵守し且つ本願明細書に開示されていない当該技術分野の公知知識又は通常の技術
手段を含む本発明に対する任意の変形、用途又は適応的な変更を含むことを趣旨とする。
明細書及び実施例は、単に例示的なものに過ぎず、本発明の本当の範囲及び趣旨は添付さ
れる特許請求の範囲により示される。
【０１４３】
　なお、本発明は、上述の説明及び図面により示された特定の構成に限定されず、その範
囲を離脱しない範囲で、様々な補正及び変更を実施してもよい。本発明の範囲は、添付さ
れる特許請求の範囲のみにより限定される。
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